
秦
代
「
欝
首
」
の
通
関
と
入
禁
に
関
わ
る
符
伝
制

龍
簡
秦
簡
の
史
料
を
中
心
と
し
て

　馬

彪

は
じ
め
に

　
秦
朝
の
「
禁
苑
」
の
出
入
を
管
理
す
る
「
符
伝
制
」
に
関
わ
る
典
籍
史
料
は
ほ
と

ん

ど
見
ら
れ
な
い
た
め
、
そ
の
研
究
も
な
か
っ
た
の
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
龍
山
岡
秦
簡
に
は
「
符
伝
」
（
簡
2
号
・
4
号
）
①
「
合
符
」
（
簡
5
号
）
「
伝
書
」
（
簡

5
号
・
7
号
）
「
取
伝
書
」
（
簡
1
0
号
）
、
「
伝
」
（
簡
1
4
号
）
と
い
っ
た
簡
文
が

数
多
く
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
、
秦
時
代
の
律
令
に
お
け
る
「
符
伝
制
」
ー
黙
首
が
倍

役
に
服
す
た
め
に
移
動
す
る
際
の
通
関
と
「
禁
苑
」
の
出
入
に
関
す
る
制
度
ー
に
つ

い
て

の
、
大
変
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

　
本
文
で
は
、
ま
ず
龍
山
岡
秦
簡
の
史
料
を
主
と
し
て
、
と
く
に
「
関
」
「
司
馬
門
」
「
合

符
」
「
伝
書
」
「
久
」
な
ど
の
キ
i
・
ワ
ー
ド
を
め
ぐ
っ
て
、
「
符
伝
」
の
持
ち
主
や
「
伝

書
」
の
使
用
お
よ
び
「
久
」
の
制
度
な
ど
を
考
証
し
、
秦
時
代
に
お
い
て
欝
首
が
「
禁

苑
」
で
倍
役
を
服
す
た
め
の
、
通
関
伝
と
書
の
取
得
や
関
所
で
の
「
符
伝
」
に
よ
る

検
問
、
「
禁
苑
」
の
門
を
入
る
た
め
の
「
久
」
符
の
配
布
、
「
禁
苑
」
の
「
入
門
符
伝
」

な
ど
、
そ
の
制
度
の
復
元
を
試
み
た
い
。

　
さ
ら
に
、
「
禁
苑
」
の
符
伝
制
に
は
、
大
ま
か
に
は
「
禁
苑
」
へ
行
く
途
中
の
通

関
に
関
す
る
も
の
と
「
禁
苑
」
の
出
入
に
関
す
る
も
の
と
の
二
系
統
で
あ
る
の
で
、

復
元

し
た
符
伝
制
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
像
や
二
つ
の
系
統
の
関
係
性
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
簡
1
5
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ
出
入
り
に
関
す
る

つ
い
て

の
検
討
は
大
い
に
意
味
が
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
。

　
「
有
事
」
と
は
、
公
務
に
就
く
こ
と
を
い
う
。
睡
虎
地
秦
簡
「
秦
律
十
八
種
」
の
「
倉

律
」
の
簡
4
5
号
に
、

一　
「
有
事
禁
苑
中
者
」
の
欝
首
福
役
徒

　
龍
山
岡
秦
簡
の
律
文
に
は
、
所
用
の
た
め
「
禁
苑
」

ろ
登
場
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
有
到
雲
夢
禁
中
者
」

（簡
7
号
）
、
「
禁
苑
吏
・
苑
人
及
黙
首
有
事
禁
中
」

（簡
l
l
号
）
、
「
従
皇
帝
而
行
及
舎
禁
苑
中
者
」

ら
の
者
の
身
分
が
わ
か
る
な
ら
ば
、
「
禁
苑
」

へ
出
入
り
す
る
者
が
、
い
ろ
い

（簡
－
号
）
、
「
有
事
禁
苑
中
者
」

（簡
6
号
）
、
「
口
干
禁
苑
中
者
」

　
　
　
　
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
「
符
伝
制
」
に

有
事
軍
及
下
県
者
、
齎
食
、
母
以
伝
貢
（
貸
）
県
。

と
あ
り
、
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
が
、

到
軍
中
和
属
県
弁
事
的
、
応
自
帯
口
糧
、
不
得
以
符
伝
向
所
到
的
県
借
取
。

と
訳
し
た
。
訳
文
の
「
到
軍
中
和
属
県
弁
事
」

に
就
く
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
簡
6
号
に
は

は

「
軍

と
所
属
県
の
と
こ
ろ
で
公
務

禁
苑
吏
・
苑
人
及
黙
首
有
事
禁
中
、
或
取
其
口
口
口
口

禁
苑
吏
・
苑
人
お
よ
び
踏
首
が
禁
中
に
公
務
が
あ
れ
ば
、

あ
る
い
は
そ
の
口

＊
山
口
大
学
大
学
院
東
ア
ジ
ア
研
究
科
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口
口
を
取
り
…
…

と
あ
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
有
事
禁
中
」
の
者
と
は
、
具
体
的
に
は
「
禁
苑
吏
」
「
苑

人
」
「
騎
首
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ど

　
龍
山
岡
秦
簡
の
律
文
に
見
る
、
皇
帝
に
従
う
者
や
「
禁
苑
」
に
舎
る
者
、
ま
た
禁
苑

吏
・
苑
人
な
ど
は
、
文
字
通
り
皇
帝
に
仕
え
る
官
僚
や
召
使
、
ま
た
「
禁
苑
」
の
管

理
人
で
あ
る
た
め
、
「
禁
苑
」
に
お
い
て
公
務
に
就
く
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
「
購
首
」

と
は
、
秦
朝
の
民
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
禁
苑
」
で
ど
の
よ
う
な
公
務
を
行
う
の
だ
ろ

う
か
。
実
は
、
「
購
首
」
は
「
禁
苑
」
で
徳
役
を
行
う
こ
と
が
、
以
下
の
睡
虎
地
秦

簡
の
史
料
に
よ
り
証
明
で
き
る
。
「
樒
律
」
に
、

県
藻
禁
苑
・
公
馬
牛
苑
、
興
徒
以
斬
（
錘
）
・
垣
・
離
（
擁
）
・
散
（
藩
）
及
補

繕
之
、
軌
以
敷
苑
吏
、
苑
吏
循
之
。
未
卒
歳
或
壊
陳
（
決
）
、
令
県
復
興
徒
為
之
、

而
勿
計
為
蘇
（
倍
）
。
卒
歳
而
或
映
（
決
）
壊
、
過
三
堵
以
上
、
県
藻
者
補
繕
之
。

三

堵
以

下
、
及
難
未
盈
卒
歳
而
或
盗
映
（
決
）
道
出
入
、
令
苑
輯
自
補
繕
之
。

県
所
楳
禁
苑
之
傅
山
・
遠
山
・
其
土
悪
不
能
雨
、
夏
有
壊
者
、
勿
梢
補
繕
、
至

秋
母
雨
時
而
以
課
（
樒
）
為
之
。
其
近
田
恐
獣
及
馬
牛
出
食
稼
者
、
県
音
夫
材

興
有
田
其
肇
者
、
無
貴
賎
、
以
田
少
多
出
人
、
以
垣
繕
之
、
不
得
為
蘇
（
樒
）
。

県
官
府
は
本
県
地
に
お
け
る
朝
廷
の
禁
苑
や
公
の
馬
牛
苑
を
作
り
修
繕
す
る
義

務
が
あ
り
、
倍
役
者
を
徴
発
し
て
苑
の
堀
・
垣
・
籠
を
作
り
修
繕
し
、
修
繕
済

み

の

工
事
は
苑
吏
に
渡
し
、
苑
吏
は
之
を
回
し
て
検
査
さ
せ
る
。
一
年
未
満
で

欠
陥
が
あ
る
場
合
は
、
垣
の
崩
れ
が
三
平
方
丈
以
上
な
ら
ば
県
が
修
理
し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
、
垣
の
崩
れ
が
三
平
方
丈
以
下
、
或
い
は
出
入
り
の
た

め

に
人
為
的
に
破
壊
さ
れ
た
場
合
な
ら
、
苑
は
自
ら
そ
れ
を
補
繕
せ
よ
。
県
官

府
の
修
繕
す
べ
き
禁
苑
は
山
へ
距
離
の
遠
近
を
問
わ
ず
、
悪
土
質
に
よ
っ
て
雨

に
耐
え
ら
れ
ず
夏
に
崩
れ
て
も
た
だ
ち
に
補
繕
す
る
必
要
が
な
く
、
秋
に
な
っ

て

雨
の

な
い
時
に
樒
役
を
徴
発
し
て
す
る
。
農
田
に
近
い
苑
は
、
苑
の
動
物
や

馬
牛
が
出
で
て
穀
物
を
食
う
恐
れ
あ
り
、
県
音
夫
が
其
の
苑
の
そ
ば
に
田
が
有

る
人
間
を
徴
発
し
、
貴
賎
な
く
田
の
多
少
に
よ
っ
て
人
数
を
出
さ
せ
、
苑
垣
を

補
繕
し
て
、
樒
役
と
は
な
ら
な
い
。

と
あ
る
。
こ
の
律
文
に
よ
り
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
あ
る
。

　
一
つ
は
、
秦
時
代
、
中
央
朝
廷
に
直
属
す
る
地
方
に
設
置
さ
れ
た
派
出
機
関
で
あ

る
「
禁
苑
」
に
お
い
て
、
そ
の
苑
垣
・
堀
・
藩
籠
に
関
わ
る
工
事
な
ど
の
倍
役
を
徴

発
す
る
こ
と
は
、
禁
苑
所
在
地
の
県
・
道
地
方
官
署
の
義
務
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

龍
山
岡
秦
簡
に
見
る
「
有
事
禁
苑
中
者
」
の
「
有
事
」
の
な
か
に
は
倍
役
が
含
ま
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
踏
首
有
事
禁
苑
中
者
」
の
ほ
と
ん
ど
は
、
禁
苑
で
倍

役
を
行
な
う
者
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。

　
も
う
一
つ
は
、
秦
時
代
に
お
け
る
「
徒
」
は
刑
徒
と
倍
徒
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
が
、

引
用
文
に
あ
る
「
徒
」
は
「
倍
徒
」
と
い
う
徳
役
を
す
る
者
を
い
う
。
同
じ
睡
虎
地

秦
簡
「
倍
律
」
に
「
其
不
審
、
以
律
論
度
者
、
而
以
其
実
為
徳
徒
計
」
と
あ
り
、
「
徳
徒
」

が
樒
役
を
す
る
「
徒
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
典
籍
史
料
の
用
例
で

は
、
『
韓
非
子
』
顕
学
の
「
徒
役
を
聚
め
」
の
「
徒
役
」
も
樒
役
を
す
る
者
を
指
す
。

ゆ
え
に
、
睡
虎
地
秦
簡
整
理
小
組
は
、
律
文
の
「
興
徒
」
を
「
徴
発
徒
衆
」
と
訳
し
た
。

漢
代
初
期
②
の
張
家
山
漢
簡
「
津
関
令
」
簡
5
1
8
号
に
、
苑
へ
「
治
園
者
」
を
派

遣
す
る
簡
文
が
あ
る
。
そ
の
簡
文
に
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

相
国
上
南
郡
守
書
言
、
雲
夢
附
實
園
一
所
在
胸
忍
界
中
、
任
徒
治
園
者
出
入
、

故
巫
為
伝
、
今
不
得
、
請
以
園
印
為
伝
、
打
関
聴
（
整
理
者
の
注
釈
に
よ
る
と
、
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以
下
、
欠
文
あ
り
）

相
国
が
奉
っ
た
南
郡
守
の
文
書
に
「
雲
夢
官
に
附
属
さ
れ
る
實
園
の
一
ヵ
所
は

駒
忍
県
の
界
内
に
あ
り
ま
す
。
樒
徒
に
任
じ
る
治
園
す
る
者
が
打
関
の
関
所
を

出
入
す
る
と
き
は
、
も
と
は
巫
県
が
伝
を
発
行
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
で
き

ま
せ
ん
。
園
の
印
で
伝
を
発
行
で
き
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
拝
関
は

…
…
を
受
理
し
…
…
と
。
3

　
「
胸
忍
」
「
巫
」
は
地
名
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
場
所
は
張
家
山
漢
簡
の
整
理
者
の
注

釈
の
と
お
り
、
「
胸
忍
、
属
巴
郡
。
在
今
四
川
雲
陽
西
。
」
と
、
「
巫
、
巫
県
、
属
南
郡
。

在
今
四
川
巫
山
北
」
で
あ
る
。

　
簡
文
に
見
る
「
雲
夢
」
と
は
、
秦
漢
時
代
の
南
郡
（
張
家
山
漢
簡
が
出
土
し
た
今

日
の
中
国
湖
北
省
江
陵
地
方
は
南
郡
の
一
部
に
あ
た
っ
た
）
に
設
置
し
た
中
央
朝
廷

か

ら
派
遣
さ
れ
た
雲
夢
沢
を
管
理
す
る
別
置
官
で
あ
る
、
。
龍
山
岡
秦
簡
に
あ
る
「
雲

夢
禁
中
」
，
（
簡
1
号
）
の
簡
文
に
よ
っ
て
雲
夢
官
署
に
管
理
さ
れ
る
「
禁
苑
」
が
あ
っ

た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
實
園
」
と
は
、
お
そ
ら
く
「
濱
園
」
で
あ
ろ
う
。
濱
は
『
説

文
』
に
「
溝
な
り
」
と
あ
り
、
『
釈
名
』
釈
水
に
「
天
下
大
水
四
、
謂
之
四
濱
、
江
・

河
・
准
・
済
是
也
」
と
あ
る
。
「
漬
園
」
は
、
や
は
り
長
江
沿
岸
に
あ
っ
た
「
禁
苑
」

の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
雲

夢
禁
苑
は
雲
夢
沢
所
在
の
南
郡
に
あ
り
、
「
倍
律
」
に
よ
っ
て
「
禁
苑
」
の
樒

役
を
徴
発
す
る
の
は
禁
苑
所
在
地
に
お
け
る
県
・
道
地
方
官
署
の
義
務
で
あ
る
。
『
漢

書
』
地
理
志
に
二
つ
の
「
雲
夢
官
有
す
」
が
記
さ
れ
て
い
て
、
西
に
あ
る
方
の
「
雲

夢
官
」
は
編
県
に
当
た
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
雲
夢
官
」
に
管
理
さ
れ
る
「
禁
苑
」
も
編
県
に
設
置
し
た

と
考
え
る
と
、
南
郡
の
編
県
官
署
は
禁
苑
催
役
を
担
当
し
て
、
簡
5
1
8
号
に
見
る

「
實
園
」
は
、
地
理
的
に
隣
の
巴
郡
の
胸
忍
県
に
設
置
し
た
が
、
行
政
的
に
は
南
郡

に

あ
る
雲
夢
禁
苑
に
附
属
さ
れ
る
「
園
」
で
あ
る
た
め
、
禁
苑
吏
は
南
郡
の
編
県
か

ら
倍
役
を
出
す
よ
う
要
請
を
す
る
は
ず
で
あ
る
（
簡
5
1
8
号
に
示
さ
れ
る
地
名
と

関
所
の
位
置
関
係
は
下
図
を
参
照
）
。
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二
　
「
治
園
」
径
役
徒
の
「
伝
書
」

（
1
）
通
関
の
た
め
の
「
伝
」
と
「
書
」

　
「
治
園
者
」
は
徳
役
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
無
条
件
に
「
禁
苑
」
へ
入
る
こ
と
が

可
能
か
と
い
う
と
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
宮
苑
に
入
る
に
は
必
ず
「
符
」

あ
る
い
は
「
伝
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
「
閑
入
」
罪
と
し
て
罰
せ
ら

れ

る
。
龍
山
岡
秦
簡
簡
2
号
に
あ
る
の
は
そ
の
律
文
で
あ
る
。

母

（無
）
符
伝
而
閾
入
門
者
、
斬
其
男
子
左
趾
、
口
女
【
子
】

符
伝
母
（
無
）
く
し
て
門
に
閑
入
す
る
者
は
、
斬
す
る
に
其
の
男
子
は
左
趾
、

口
女

【子
】
は
…
…

　
上
述

し
た
張
家
山
漢
簡
の
簡
5
1
8
号
に
お
け
る
「
治
園
者
」
の
派
遣
と
通
関
に

関
わ
る
簡
文
の
う
ち
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
打
関
を
通
る
た
め
「
も
と
は
巫
県

が
伝
を
発
行
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

簡
文
に
よ
っ
て
わ
か
っ
た
の
は
、
通
常
は
通
関
伝
は
関
が
所
属
す
る
県
（
道
）
地
方

の
官
署
が
発
行
す
る
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
「
今
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
京
大
班
が
解
説
し
た
よ
う
に
「
實
園
な
る
禁
苑
で
役

務

に
就
く
刑
徒
が
、
打
関
を
出
入
す
る
際
、
そ
の
た
め
の
通
行
証
を
實
園
で
も
発
行

で
き
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
」
⑥
の
で
あ
る
。

　
「
治
園
者
」
は
「
禁
苑
」
へ
行
く
た
め
、
ま
ず
途
中
に
あ
る
関
所
を
通
る
「
伝
」

が
必
要
で
あ
る
。
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
通
関
伝
を
取
得
し
た
の
か
。

　
南
郡
か
ら
徴
発
し
た
樒
徒
は
隣
の
巴
郡
へ
行
く
た
め
に
は
、
南
郡
と
巴
郡
の
堺
に

設

置
さ
れ
た
関
所
を
通
関
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
簡
5
1
8
号
簡
文
に
あ
る
「
打

関
」
は
そ
の
関
所
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
⑦
、
「
故
巫
為
伝
」
と
い
う
簡
文
に
よ
っ

て

「
拝
関
」
は
巫
県
に
所
属
す
る
関
所
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　

ま
た
、
簡
5
1
8
号
の
簡
文
に
見
ら
れ
る
通
関
の
た
め
の
「
伝
」
に
関
す
る
言
葉

か

ら
、
も
と
は
南
郡
か
ら
巴
郡
の
「
實
園
」
へ
樒
役
に
行
く
者
が
拝
関
を
通
関
す
る

た
め
の
「
伝
」
は
、
打
関
所
在
地
の
巫
県
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

秦
末
に
埋
蔵
さ
れ
た
龍
山
岡
秦
簡
の
時
代
は
、
こ
の
簡
5
1
8
号
に
示
す
「
故
巫
為
伝
」

よ
り
少
し
前
の
時
代
に
当
た
る
た
め
、
秦
時
代
に
お
い
て
、
「
禁
苑
」
に
向
か
う
途

上
の
通

関
伝
を
取
得
す
る
方
法
は
、
時
代
的
に
考
え
る
と
「
故
巫
為
伝
」
と
同
じ
系

統
に
属
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　
官
人
や
私
人
の
通
関
伝
を
取
る
手
続
き
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
⑧
に
よ
っ
て
ほ
ぼ

わ
か
っ
た
が
、
本
稿
で
検
討
す
る
秦
代
に
お
け
る
徴
発
さ
れ
た
倍
役
者
の
「
伝
」
の

取
得
は
、
ど
の
よ
う
な
段
取
り
だ
っ
た
の
か
。

　
龍
醐
岡
秦
簡
の
史
料
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
史
料
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

簡
7
号
と
簡
1
0
号
に
、

諸
有
事
禁
苑
中
者
、
口
口
伝
書
県
・
道
官
、
口
郷
（
？
）
図
（
簡
7
号
）

と
あ
る
。
『
龍
山
岡
秦
簡
』
（
中
華
書
局
版
）
の
編
者
は
、
簡
7
号
の
、

－
有
事
須
進
入
禁
苑
者
、
　
…
応
当
用
公
文
報
県
・
道
官
府
－

　
す
な
わ
ち
「
用
事
が
あ
り
禁
苑
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
、
…
…
公
文
書

を
用
意
し
て
県
・
道
の
官
府
へ
伝
送
す
べ
き
だ
」
の
如
く
「
伝
書
」
を
「
公
文
書
を

伝
送
す
る
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
伝
書
」
に
つ
い
て
の
注
釈
と
し
て
、
以
下

の

よ
う
な
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
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の
　
　
　

伝
書
、
伝
送
公
文
書
。
睡
虎
地
秦
簡
『
秦
律
十
八
種
』
行
書
”
「
行
伝
書
・
受
書
、

必
書
其
起
及
到
日
月
夙
莫
（
暮
）
、
以
軌
相
報
殴
（
也
）
。
」
一
読
、
依
簡
一
〇
文
例
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
取
伝
書
郷
部
稗
官
」
、
「
伝
」
釈
為
符
伝
亦
通
。
（
傍
点
－
引
用
者
）

　
筆
者
は
、
簡
7
号
の
「
伝
」
は
「
伝
送
公
文
書
」
と
い
う
「
伝
送
す
る
」
の
意
味

で

は
な
く
、
「
符
伝
」
の
「
伝
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
伝
書
」
の
「
書
」
も
「
公
文
書

を
伝
送
す
る
」
の
「
公
文
書
」
で
は
な
く
通
関
許
可
書
の
よ
う
な
書
類
で
あ
る
と
解

釈
し
、
さ
ら
に
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
「
伝
」
と
「
書
」
と
は
別
物
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
2
）
「
伝
」
「
書
」
は
別
の
も
の

　
簡
7
号
に
見
る
「
伝
書
」
の
す
ぐ
上
の
一
字
に
つ
い
て
先
行
研
究
者
は
欠
字
と
し

た
が
、
そ
の
字
の
下
半
分
が
残
さ
れ
て
、
よ
く
見
れ
ば
「
関
」
字
の
下
半
分
で
は
な

い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
「
関
伝
書
」
と
い
う
の
は
「
関
」
を
通
る
「
伝
」
と
「
書
」

で
あ
ろ
う
。
居
延
漢
簡
に
「
入
関
伝
」
（
『
合
校
』
5
1
6
・
2
9
）
や
「
出
入
関
伝
致
」
（
5

0
・
2
6
）
と
あ
り
、
そ
れ
は
関
所
を
出
入
り
す
る
「
伝
」
と
「
致
」
に
関
わ
る
登

録
簿
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
あ
り
⑨
、
簡
文
の
「
致
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
い
ろ
い

ろ
な
異
論
が
あ
る
が
、
「
伝
」
と
は
通
関
す
る
パ
ス
ポ
ー
ト
と
な
る
伝
⑩
を
意
味
す
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
簡
5
号
に
「
関
合
符
、
及
以
伝
・
書
閲
入
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
伝
」
「
書
」
と

も
に
、
旅
人
が
通
関
す
る
と
き
必
ず
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
「
書
」
は
、
張
家
山
漢
簡
「
津
関
令
」
に
通
関
す
る
「
引
書
」
⑪
（
簡

5
0
2
号
）
や
「
中
大
夫
・
郎
中
為
書
告
津
関
」
（
簡
5
0
4
号
）
が
あ
り
、
敦
煙

漢
簡
に
も
、
例
え
ば
「
出
入
関
、
人
畜
・
車
馬
・
器
物
如
官
書
」
（
羅
振
玉
・
王
国

維

『流
沙
墜
簡
』
屯
戊
叢
残
考
釈
「
簿
書
類
」
第
七
簡
）
と
あ
り
、
「
出
入
関
、
人
畜
・

車
馬
・
器
物
如
関
書
、
移
官
。
」
（
同
前
、
第
八
簡
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
引
書
」
「
為

書
」
「
官
書
」
「
関
書
」
は
す
べ
て
通
関
す
る
人
畜
・
車
馬
・
器
物
な
ど
が
記
録
さ
れ

た
書
類
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
後
の
漢
代
の
「
出
入
関
伝
致
」
の
「
伝
致
」
と
似
た
よ

う
な
書
類
だ
ろ
う
。
「
致
」
が
「
通
知
書
」
と
解
釈
さ
れ
る
⑫
こ
と
は
正
し
い
と
思
う

が
、
も
と
は
「
書
を
致
す
」
と
い
う
言
葉
の
略
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
伝
」
と
「
書
」
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
別
の
根
拠
は
、
張
家
山
漢
簡
「
賊

律
」
に
「
亡
書
・
簿
〈
符
〉
券
・
入
門
衛
〈
衛
〉
木
久
・
塞
（
塞
）
門
・
城
門
之
蕎
（
鎗
）
、

罰
金
各
二
雨
」
（
簡
5
2
号
）
に
示
す
よ
う
に
「
簿
〈
符
〉
券
」
は
「
書
」
と
と
も

に
入
門
す
る
た
め
の
通
行
証
で
あ
る
が
、
二
者
は
別
物
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
は
「
伝
」

と
「
書
」
の
区
別
に
は
旅
人
の
公
の
身
分
か
、
そ
れ
と
も
私
的
な
身
分
に
も
か
か
わ

る
説
が
あ
る
⑬
。

　

こ
こ
で
別
物
で
あ
る
「
伝
」
と
「
書
」
は
必
ず
同
時
に
用
い
る
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
が
、
龍
山
岡
秦
簡
に
お
け
る
簡
1
0
号
の
「
取
伝
書
郷
部
稗
官
」
や
簡
5

号
の

「
以
伝
書
閲
入
之
」
と
い
う
律
文
を
み
る
と
、
少
な
く
と
も
「
伝
」
と
「
書
」

を
同
時
に
取
得
し
、
同
時
に
使
う
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
通
関
の

た
め
に
「
伝
」
だ
け
用
い
る
ケ
ー
ス
と
、
「
伝
」
「
書
」
を
併
用
す
る
ケ
ー
ス
と
が
あ

る
と
判
断
で
き
る
。

（3
）
「
伝
」
「
書
」
の
発
行
と
通
関
の
手
続
き

　
簡
7
号
は
、
「
お
よ
そ
禁
苑
に
用
事
が
あ
る
人
間
は
、
通
関
す
る
伝
・
書
は
県
・

道
の
官
署
か
ら
…
…
」
と
読
め
る
。
そ
の
「
伝
」
「
書
」
は
ど
の
よ
う
に
発
行
さ
れ

る
か
に
つ
い
て
の
史
料
が
簡
1
0
号
に
見
ら
れ
る
の
で
、
検
討
し
よ
う
。
簡
1
0
号

に

取
伝
書
郷
部
稗
官
。
其
【
田
】
（
？
）
及
口
【
作
】
務
口
口
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伝るわに禁と遭の削屠

と
あ
る
。

訳
し
た
。

こ
の
簡
文
を
『
龍
山
岡
秦
簡
』
（
中
華
書
局
版
）
の
編
者
は
、
次
の
よ
う
に

在
郷
政
府
稗
官
処
領
取
伝
書
。
凡
田
猟
与
倣
工
…
…

郷
部
の
小
官
の
と
こ
ろ
で
伝
書
を
取
る
。
お
よ
そ
田
猟
と
工
事
－

　
簡
文
の
前
半
に
あ
る
「
郷
部
の
小
官
の
と
こ
ろ
で
伝
・
書
を
取
る
」
と
い
う
内
容

は

「伝
」
「
書
」
の
取
得
に
関
す
る
律
文
で
あ
り
、
ま
た
、
簡
文
の
後
半
に
当
た
る
「
其

【田
】
」
「
【
作
】
務
」
な
ど
の
残
文
は
、
上
述
し
た
「
治
園
」
と
い
う
入
苑
の
目
的
に

つ
な
げ
て
考
え
る
と
、
や
は
り
倍
役
の
作
業
事
項
だ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
簡
文
に
傷
が
あ
っ
て
読
め
な
い
部
分
が
あ
る
が
、
「
禁
苑
」
で
「
治
園
」

す
る
倍
役
者
の
「
取
伝
書
」
の
手
順
は
、
だ
い
た
い
県
・
道
の
官
が
「
有
事
禁
苑
中

者
」
の
通
関
伝
書
を
発
行
し
、
（
郷
へ
渡
し
）
、
徳
徒
は
、
郷
の
小
官
の
と
こ
ろ
で
「
取

伝
書
」
し
担
当
す
る
作
業
事
項
を
聞
く
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
県
・
道

の
官
は
「
禁
苑
」
か
ら
の
徳
役
願
い
を
受
け
、
派
遣
令
と
通
関
す
る
た
め
の
伝
と
書

を
発
行
し
、
郷
吏
は
徳
役
に
徴
発
し
た
「
治
園
者
」
当
人
に
仕
事
の
手
配
を
し
、
通

関
す
る
た
め
の
伝
と
書
を
渡
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
倍
役
の
た
め
「
禁
苑
」
に
向
か
う
旅
人
が
本
拠
地
の
県
に
も
ら
っ
た
通

関
伝
は
、
彼
が
他
の
県
境
に
至
っ
た
ら
、
そ
の
地
の
官
府
に
行
っ
て
所
持
す
る
伝
を

認
め

る
手
続
き
を
し
、
改
め
て
当
地
の
県
（
道
）
官
府
の
「
伝
」
を
も
ら
わ
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。
上
述
し
た
張
家
山
漢
簡
5
1
8
号
簡
に
示
す
よ
う
に
拝
関
を
通
る
た

め
、
当
地
の
「
巫
県
が
伝
を
発
行
す
る
」
の
で
あ
る
。

　
で

は
、
県
ご
と
に
そ
の
管
轄
地
に
あ
る
関
を
通
る
「
伝
」
を
改
め
に
発
行
す
る
の

か
、
そ
れ
と
も
旅
人
の
所
持
し
た
「
伝
」
を
確
認
す
る
だ
け
か
、
と
い
う
問
題
が
生

じ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
睡
虎
地
秦
簡
「
法
律
答
問
」
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
る
は

ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

今
威
陽
発
偽
伝
、
弗
智
（
知
）
、
即
復
封
伝
官
県
、
官
県
亦
伝
其
県
次
、
到
関
而
得
、

今
当
独
成
陽
坐
以
貨
、
且
官
県
当
尽
貨
。
威
陽
及
官
県
発
弗
智
（
知
）
者
当
皆
貨
。

今
、
成
陽
、
偽
伝
を
発
す
も
、
智
（
知
）
ら
ず
。
即
ち
復
、
封
じ
て
官
県
に
伝

う
、
官
県
も
亦
、
其
の
県
次
に
伝
え
、
関
に
到
り
而
し
得
え
ら
る
。
今
、
独
り

成
陽
の
み
坐
す
に
貨
を
以
て
す
に
当
つ
や
。
且
は
、
官
県
も
尽
く
賞
に
当
つ
や
。

成
陽
及
び
官
県
の
発
し
て
智
（
知
）
ら
ざ
り
し
者
、
皆
、
貨
に
当
つ
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
成
陽
か
ら
出
し
た
「
偽
伝
」
は
次
々
と
複
数
の
県
が
確
認
し
て

も
発
覚
し
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
旅
人
は
最
初
に
も
ら
っ

た
「
伝
」
を
持
っ
て
次
の
県
に
あ
る
関
を
通
る
前
に
、
必
ず
そ
の
県
官
府
で
所
持
す

る
関
伝
を
確
認
さ
れ
、
改
め
て
封
じ
る
よ
う
な
手
続
き
を
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実

は
、
龍
山
岡
秦
簡
に
も
似
た
よ
う
な
律
令
が
あ
る
。
例
え
ば
簡
8
号
に
、

所
致
県
・
道
官
、
必
復
請
之
、
不
従
律
者
、
令
・
丞
図

と
あ
る
。
先
行
研
究
者
の
こ
の
簡
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

県
・
道
官
府
接
収
到
送
達
或
伝
来
的
文
書
、
必
須
再
次
請
求
復
査
、
不
按
法
律

照
弁
的
県
令
・
県
丞
…
…
（
傍
点
－
引
用
者
）

県
・
道
官
は
送
っ
て
き
た
文
書
を
受
け
る
と
き
、
必
ず
そ
れ
を
ふ
た
た
び
（
上

司
に
）
伺
い
を
立
て
、
改
め
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
律
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
県
令
・

丞
…
…
⑭
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こ
こ
で
キ
i
・
ワ
ー
ド
と
な
る
の
は
「
致
」
字
で
あ
り
、
そ
の
字
は
『
説
文
解
字
』

　
　
　
　
い
た

に
「
送
り
詣
る
な
り
」
と
す
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
は
、
簡
8
号
の
解
釈
の

よ
う
に
、
「
致
」
を
「
送
り
い
た
る
」
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
た
だ
「
送
り
い
た

る
」
は
「
致
」
の
派
生
義
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
本
義
は
白
川
静
氏
が
指
摘
し
た
と
お

り
「
た
だ
到
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
赴
き
行
為
す
る
意
を
含
む
字
で
あ
ろ
う
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
『
左
伝
』
文
公
六
年
に
「
之
れ
を
寛
（
境
）
に
送
致
す
」
と
あ

る
の
は
そ
の
「
致
」
字
の
本
義
で
使
う
表
現
で
あ
る
。
龍
山
岡
秦
簡
に
よ
く
古
文
字
を

使
っ
て
い
る
こ
と
⑮
を
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
と
く
に
簡
8
号
の
意
味
と
し
て
み

る
と
、
こ
こ
で
の
「
致
」
は
や
は
り
「
そ
こ
に
赴
き
行
為
す
る
意
」
で
あ
ろ
う
。
そ

う
す
れ
ば
簡
8
号
の
律
は
、

　
　
　
　
　
お
も
む

（治
園
者
は
）
致
く
と
こ
ろ
の
県
・
道
官
府
で
、
必
ず
そ
れ
（
通
関
す
る
伝
）

を
再
び
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
律
に
従
わ
な
け
れ
ば
県
令
・
丞
…
…

と
解
釈
で
き
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
意
味
と
し
て
、
睡
虎
地
秦
簡
「
法
律
答
問
」
に
見

る
「
即
復
封
伝
官
県
、
官
県
亦
伝
其
県
次
」
と
い
う
律
や
、
張
家
山
漢
簡
簡
5
1
8

号
簡
に
あ
る
「
巫
為
伝
」
と
い
う
令
と
、
完
全
に
一
致
す
る
。

三
　
「
関
」
と
「
司
馬
門
」

　
龍
山
岡
秦
簡
の
簡
5
号
に
、
次
の
よ
う
な
律
文
が
見
ら
れ
る
。

関
。
関
合
符
、
及
以
伝
書
閲
、
入
之
、
及
言
楓
〈
侃
〉
入
司
馬
門
久
。

…
…
関
所
の
門
で
は
、
関
吏
は
割
り
符
を
合
わ
せ
て
照
合
し
、
及
び
言
（
記
？
）

し
伝
書
に
よ
っ
て
通
関
者
を
審
査
し
、
関
所
に
通
さ
せ
、
お
よ
び
司
馬
門
に
入

れ

る
木
久
を
つ
け
さ
せ
る
…
…

　

こ
の
簡
文
に
見
る
「
合
符
」
「
伝
書
閲
入
之
」
「
楓

通
関
に
つ
い
て
の
重
要
な
符
伝
制
の
史
料
で
あ
る
が
、

の
論
述

に
譲
ろ
う
。
こ
こ
で
は
検
問
所
で
あ
る
「
関
」

制
が
行
わ
れ
る
空
間
場
所
だ
け
を
論
じ
た
い
。

〈侃
〉
入
司
馬
門
久
」
と
も
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
検
討
は
次

と
「
司
馬
門
」
と
い
う
符
伝

（
1
）
伝
符
の
検
問
所
「
関
」

　

ま
ず
、
簡
5
号
に
い
う
「
関
」
を
考
察
し
よ
う
。
簡
文
の
冒
頭
に
あ
る
「
関
関
」

に
つ
い
て
は
、
中
華
書
局
版
『
龍
山
岡
秦
簡
』
の
「
（
来
到
）
関
門
、
関
吏
（
合
符
核

対
）
」
の
よ
う
に
、
上
の
「
関
」
を
『
セ
キ
』
、
下
の
「
関
」
を
『
関
吏
』
と
訳
し
た

の

は
正
し
い
と
思
う
。
「
関
」
と
は
、
た
し
か
に
一
般
的
な
意
味
の
セ
キ
以
外
に
関

吏
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

　
『
周
礼
』
掌
節
に
「
門
関
用
符
節
」
と
あ
り
、
鄭
玄
は
「
門
関
者
、
司
門
・
司
関

と
謂
ふ
な
り
」
と
す
る
。
「
司
関
」
と
は
関
吏
で
あ
る
。
秦
時
代
に
お
け
る
「
関
」
は
、

文
献
記
録
で
確
認
で
き
る
も
の
は
少
な
い
。
例
え
ば
孫
楷
の
『
秦
会
要
』
は
、
た
だ

関
中
の
周
辺
に
あ
る
「
瀧
関
」
「
函
谷
関
」
「
曉
関
」
「
武
関
」
と
記
し
、
徐
復
の
『
秦

会
要
訂
補
』
は
、
さ
ら
に
「
臨
晋
関
」
と
北
部
辺
塞
の
「
薫
関
」
「
居
庸
関
」
「
天
井

関
」
お
よ
び
南
海
地
域
に
あ
る
「
横
浦
関
」
「
陽
山
関
」
「
浬
難
関
」
な
ど
を
補
充
し

た
が
、
そ
れ
で
も
当
時
に
実
際
に
存
在
し
た
「
関
」
の
数
と
は
大
き
な
差
が
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
上
述
し
た
拝
関
は
、
『
史
記
』
楚
世
家
に
は
見
ら
れ
て
も
、
『
秦

会
要
』
『
秦
会
要
訂
補
』
は
入
っ
て
い
な
い
。
ま
た
彰
年
氏
は
、
考
証
に
よ
っ
て
「
散

関
」
「
龍
門
関
」
「
合
河
関
」
「
楡
関
」
「
江
関
」
「
零
関
」
「
湖
関
」
「
匡
口
関
」
「
厳
関
」

を
補
足
し
た
⑯
。

　
実

は
、
当
時
あ
っ
た
関
の
数
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
常
に
変
化
し
て
い
た
こ
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と
が
、
張
家
山
漢
簡
「
津
関
令
」

3
号
に
、

の

簡
文
に
よ
っ
て
わ
か
っ
た
。
例
え
ば
、
簡
5
2

丞
相
上
備
塞
都
尉
書
、
請
為
爽
難
河
置
関
、
諸
漕
上
下
河
中
者
、

令
河
北
県
為
亭
、
与
爽
難
関
相
直
（
値
）
。
（
傍
点
－
引
用
者
）

皆
発
伝
、
及

と
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
爽
難
関
は
、
整
理
小
組
が
「
爽
難
関
在
今
陳
県
、
位
於
黄
河

之
南
、
其
北
為
西
漢
河
北
県
」
と
注
釈
し
た
。
簡
文
に
よ
れ
ば
、
爽
難
関
と
は
当
時

の

新
置

関
で
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
秦
時
代
に
は
地
方
に
あ
る
関
所
が
多

か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
地
方
に
設
置
し
た
禁
苑
へ
行
く
途
中
の
関
所
で
、

「符
」
や
「
伝
」
や
「
書
」
な
ど
の
身
分
証
明
書
を
検
査
さ
れ
る
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
徳
役
者
が
地
元
か
ら
禁
苑
の
「
司
馬
門
」
ま
で
の
途
中
に
身
分
を
検
査
さ

れ

る
と
こ
ろ
は
単
に
関
所
だ
け
で
は
な
く
、
居
延
漢
簡
の
「
謁
移
過
所
県
邑
門
亭
河

津
関
、
母
苛
留
」
（
『
合
校
』
四
九
五
・
一
二
A
）
と
い
う
伝
書
の
内
容
に
よ
る
と
、

彼
ら
が
経
由
す
る
県
邑
の
門
・
亭
・
河
津
・
関
な
ど
で
も
、
「
符
伝
」
の
確
認
を
受

け
て
い
る
。

（
2
）
禁
苑
の
「
司
馬
門
」

　
漢
代

に
は
「
以
禁
盗
賊
」
⑰
と
い
う
地
方
治
安
を
担
う
亭
が
数
多
く
存
在
し
、
辺
境

地
域

に
お
け
る
「
亭
」
は
多
少
異
質
が
あ
っ
て
も
、
敦
煙
一
郡
に
名
前
が
知
ら
れ
る

亭
は
六
〇
ヵ
所
く
ら
い
あ
る
⑬
。
内
地
の
亭
の
例
は
『
漢
書
』
王
葬
伝
に
、

大
司
空
士
夜
過
奉
常
亭
、
亭
長
苛
之
、
告
以
官
名
、
亭
長
醇
日
「
寧
有
符
伝
邪
。
」

士
以
馬
筆
撃
亭
長
、
亭
長
斬
士
、
亡
、
郡
県
逐
之
。
家
上
書
、
葬
日
「
亭
長
奉

公
、
勿
逐
。
」

と
あ
る
。
亭
に
あ
っ
て
、
「
符
伝
」
を
確
認
さ
れ
る
の
は
「
奉
公
」
で
あ
り
、
大
官
で
あ
っ

て
も
例
外
と
は
な
ら
な
い
。

　
次
に
、
「
司
馬
門
」
の
位
置
に
つ
い
て
、
『
漢
書
』
揚
雄
伝
の
注
に
応
勘
が
、

外
門
為
司
馬
門
、
殿
門
在
内
也
。

外
門
は
司
馬
門
と
為
す
。
殿
門
は
内
に
在
る
な
り
。

と
言
い
、
顔
師
古
『
漢
書
』
項
籍
伝
の
注
に
は
、

凡
言
司
馬
門
者
、
宮
垣
之
内
兵
衛
所
在
、
四
面
皆
有
司
馬
。
司
馬
主
武
事
、
故

総
謂
宮
之
外
門
為
司
馬
門
。

凡
そ
司
馬
門
と
言
う
者
は
、
宮
垣
の
内
は
兵
衛
の
在
る
所
に
し
て
、
四
面
に
皆

司
馬
有
り
。
司
馬
は
武
事
を
主
る
、
ゆ
え
に
総
じ
て
宮
の
外
門
を
謂
い
て
司
馬

門
と
為
す
。

と
あ
る
。
い
わ
ば
、
司
馬
門
と
は
「
宮
垣
」
の
「
四
面
」
に
あ
る
「
宮
之
外
門
」
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
す
べ
て
の
宮
殿
門
の
最
外
側
に
あ
る
門
は
「
司
馬
門
」
で
あ
る
。

例
え
ば
、
秦
代
の
成
陽
宮
の
司
馬
門
は
『
史
記
』
項
羽
本
紀
に
は
、

秦
軍
数
却
、
二
世
使
人
譲
章
郡
。
章
耶
恐
、
使
長
史
欣
請
事
。
至
成
陽
、
留
司

馬
門
三
日
、
趙
高
不
見
、
有
不
信
之
心
。

秦
の
軍
数
却
く
、
二
世
、
人
を
し
て
章
郎
を
譲
め
し
む
。
章
郡
、
恐
れ
、
長
史

欣
を
し
て
事
を
請
わ
し
む
。
成
陽
に
至
り
、
司
馬
門
に
留
ま
る
こ
と
三
日
。
趙

高
見
ず
、
信
ぜ
ざ
る
の
心
有
り
。
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と
あ
り
、
『
索
隠
』
に
「
天
子
門
、
兵
閑
有
り
、
司
馬
門
と
日
う
な
り
」
と
あ
る
。

　
将
軍
章
郡
の
長
史
が
戌
陽
に
至
っ
て
も
「
宮
之
外
門
」
の
司
馬
門
に
入
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
記
し
た
。
成
陽
は
秦
朝
の
都
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
天
子
門
」
と
い
う
司
馬

門
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
地
方
に
設
置
し
た
「
禁
苑
」
に
も
「
司
馬
門
」
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
義
が
生
ず
る
所
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
典
籍
史
料
に
よ
っ
て
、
都
か
ら
離
れ
る
地
方
の
諸
王
国
、
宗
廟
、
皇
室

の

陵
園
や
「
禁
苑
」
に
も
、
「
司
馬
門
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
例
え
ば
『
後
漢
書
』
章
帝
八
王
列
伝
に
「
（
劉
）
文
等
遂
劫
清
河
相
謝
嵩
、
将

至
王
宮
司
馬
門
」
と
あ
る
。
宗
室
四
王
三
侯
列
伝
に
も
「
趙
相
奏
乾
居
父
喪
私
娚
小

妻
、
又
白
衣
出
司
馬
門
、
坐
削
中
丘
県
」
と
あ
り
、
李
賢
に
「
王
宮
門
有
兵
衛
、
亦

為
司
馬
門
」
と
注
釈
す
る
。

　
『
漢
書
』
外
戚
恩
沢
侯
表
に
高
平
憲
侯
が
「
坐
酎
宗
廟
騎
至
司
馬
門
」
と
記
し
て

い

て
、
宗
廟
に
も
司
馬
門
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
『
漢
書
』
五
行
志
に
、

杜
陵
園
東
閥
南
方
災
、
園
陵
小
於
朝
廷
、
閥
在
司
馬
門
中
、
内
臣
石
顕
之
象
也
。

と
あ
る
。
『
漢
書
』
外
戚
伝
に
「
五
官
以
下
、
葬
司
馬
門
外
」
と
あ
り
、
服
度
が
言

う
に
は
「
陵
上
司
馬
門
之
外
」
で
あ
る
。
『
古
今
注
』
に
は
後
漢
諸
帝
陵
の
「
司
馬
門
」

の

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
『
続
漢
書
』
礼
儀
志
の
劉
昭
注
）
。

　
『
漢
書
』
成
帝
紀
の
「
作
治
五
年
、
中
陵
司
馬
・
殿
門
内
尚
未
加
功
」
と
い
う
史

料
も
「
司
馬
門
」
が
あ
っ
た
証
拠
と
な
る
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
、
如
淳
の
注
に
は

「陵
中
有
司
馬
殿
門
、
如
生
時
制
也
」
と
あ
る
。
臣
遭
は
「
天
子
之
中
無
司
馬
殿
門
也
。

此
謂
陵
上
寝
殿
及
司
馬
門
也
。
時
皆
未
作
之
、
故
日
尚
未
加
功
」
と
訂
正
し
、
師
古

は
「
中
陵
、
陵
中
正
寝
也
。
「
司
馬
殿
門
内
」
、
贋
説
是
也
」
と
言
う
。
位
置
に
つ
い

て

異
論
が
あ
る
が
、
「
生
時
の
制
の
如
く
」
皇
室
の
陵
園
に
も
「
司
馬
門
」
が
あ
っ

た
の
は
間
違
い
な
い
。

　
「
禁
苑
」
の
「
司
馬
門
」
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
揚
雄
伝
に
「
甘
泉
本
因
秦
離

宮
、
既
奢
泰
、
而
武
帝
復
増
通
天
・
高
光
・
迎
風
」
と
あ
り
、
「
甘
泉
」
は
秦
漢
代

に
有
名
な
離
宮
禁
苑
で
あ
る
。
『
三
輔
黄
図
』
に
「
漢
未
央
・
長
楽
・
甘
泉
宮
、
四

面
皆
有
公
車
。
公
車
、
主
受
章
疏
之
処
」
と
あ
り
、
陳
直
氏
は
「
『
漢
書
』
百
官
公

卿
表
、
衛
尉
属
官
有
公
車
司
馬
令
。
建
章
・
甘
泉
各
有
衛
尉
⑲
、
故
亦
皆
設
公
車
司

馬
之
官
」
⑳
と
し
て
い
る
。
「
禁
苑
」
に
も
「
司
馬
門
」
が
あ
る
の
は
確
か
だ
と
い
え
る
。

　
ゆ

え
に
、
都
の
威
陽
に
「
司
馬
門
」
が
あ
る
よ
う
に
宗
廟
・
陵
園
・
禁
苑
・
諸
国

王
の

王
宮
に
も
「
司
馬
門
」
が
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
簡
5
号
の
簡
文
は
、
成
陽

宮
城
の

「
司
馬
門
」
と
地
方
禁
苑
の
「
司
馬
門
」
の
い
ず
れ
に
も
適
用
で
き
る
律
文

で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
「
関
」
と
は
旅
人
が
通
関
す
る
符
伝
制
が
施
行
さ
れ
る
場
所
で
あ
り
、
「
司

馬
門
」
と
は
「
禁
苑
」
な
ど
禁
地
に
出
入
す
る
符
伝
制
に
関
わ
る
空
間
構
造
で
あ
る

と
い
え
よ
う
o

　
「
関
」
と
「
司
馬
門
」
は
、
い
ず
れ
も
符
伝
制
に
関
わ
る
が
、
次
に
そ
の
実
像
と

相
違
点
を
追
究
し
た
い
。

四
　
関
所
で
の
「
合
符
」
と
「
伝
書
閲
入
之
」

　
簡
5
号
の
律
文
に
あ
る
「
関
合
符
」
「
以
伝
書
閲
」
と
い
う
言
葉
を
、

簡
の
『
法
律
答
問
』
の
、

可

（何
）
謂
布
吏
。
詣
符
伝
於
吏
是
謂
布
吏
。

睡
虎
地
秦
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と
い
う
簡
文
と
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
符
伝
を
検
査
す
る
場
所
は
い
ろ
い
ろ
あ

る
が
、
旅
人
の
通
関
に
関
す
る
符
伝
制
は
、
具
体
的
に
は
、
関
所
で
通
関
者
が
必
ず

「布
吏
」
（
吏
に
達
し
）
と
い
う
「
符
伝
」
を
関
吏
に
渡
す
手
続
き
を
す
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
「
布
吏
」
の
目
的
は
、
関
吏
が
「
合
符
」
し
て
、
「
伝
」
「
書
」
に
よ
っ
て

通
関
者
を
「
閲
」
す
る
検
問
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
割
り
符
に
よ
る
「
合
符
」

　
「
符
」
と
は
、
文
献
で
は
『
史
記
』
秦
始
皇
帝
本
紀
に
「
数
以
六
為
紀
、
符
・
法

冠
皆
六
寸
」
と
あ
り
、
『
説
文
解
字
』
に
「
符
、
信
也
。
漢
制
以
竹
長
六
寸
、
分
而

相
合
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
符
」
は
、
信
の
置
け
る
も
の
で
あ
り
、
漢
の
制
度
で
は
、

竹
を
長
さ
六
寸
ず
つ
に
分
け
て
双
方
が
持
ち
、
互
に
合
わ
せ
る
「
割
り
符
」
で
あ
る
。

　
出
土
文
字
に
は
居
延
漢
簡
に
も
「
六
寸
符
券
」
と
い
う
表
現
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ

て

お
り
、
漢
代
の
符
制
を
確
認
し
て
、
龍
山
岡
秦
簡
の
簡
1
4
号
の
律
文
に
「
六
寸
符
」

と
い
う
表
現
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
秦
の
「
六
寸
符
」
制
も
確
か
に
な
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
龍
山
岡
秦
簡
簡
1
4
号
に
見
る
「
六
寸
符
」
の
「
六
」
字

は
竹
簡
の
編
紐
と
重
な
り
残
字
と
な
っ
て
い
て
、
写
真
の
字
形
か
ら
「
六
」
だ
ろ
う

と
は
思
う
が
、
二
〇
〇
九
年
に
公
表
さ
れ
た
岳
麓
書
院
藏
秦
簡
の
簡
1
2
5
1
簡
に

は
「
五
寸
符
」
⑳
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
も
し
岳
麓
書
院
藏
秦
簡
が
統
一
秦
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
判
断
が
正
し
け
れ
ば
、
簡
1
4
号
を
含
む
龍
山
岡
秦
簡
の
年
代
は
い
ず
れ

も
秦
末
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
当
時
は
「
六
寸
符
」
と
「
五
寸
符
」
が
と
も

に
存
在
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

　
関
所
に
お
い
て
「
合
符
」
す
る
具
体
的
な
や
り
方
に
つ
い
て
は
、
龍
山
岡
秦
簡
に
は

何
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
文
献
で
は
『
玉
篇
』
に
「
符
、
符
節
な
り
。
分
ち
て

両
辺

と
為
し
、
各
一
を
持
ち
以
て
信
と
為
す
」
と
あ
る
。
居
延
・
敦
煙
な
ど
の
辺
境

地
域
で
見
つ
か
っ
た
漢
代
符
の
実
物
に
よ
っ
て
、
関
所
に
お
け
る
「
合
符
」
の
方
法

も
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
例
え
ば
、
大
庭
脩
氏
の
説
は
、

居
延
と
金
関
の
間
の
符
で
あ
る
が
、
合
う
と
は
何
が
合
う
の
か
と
い
う
と
、
そ

れ
が

「歯
」
で
あ
る
。
実
物
を
見
る
と
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
き
ざ
み
が
入
っ

て

い

る
。
そ
し
て
歯
百
と
あ
る
の
は
、
そ
の
き
ざ
み
の
部
分
に
二
枚
合
わ
せ
た

状

況
で
百
と
い
う
字
が
両
符
に
ま
た
が
っ
て
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
⑳
。
漢
時
代
に
お
け
る
関
所
で
の
「
合
符
」
に
つ
い
て
は
、
大

庭
脩
氏
の

ほ
か
に
徐
楽
尭
氏
⑬
や
籾
山
明
氏
⑳
も
有
益
な
研
究
を
し
て
い
る
が
、
秦
時

代
の
「
合
符
」
に
関
わ
る
史
料
が
な
か
っ
た
の
で
先
行
研
究
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な

い
。
龍
山
岡
秦
簡
簡
5
号
に
「
関
合
符
」
と
い
う
律
文
が
あ
っ
た
の
で
、
つ
い
に
は
秦

時
代
の
関
所
で
の
「
合
符
」
も
実
証
で
き
た
。

（
2
）
「
符
」
と
「
伝
」
と
の
関
係

　
「
符
」
と
「
伝
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

議
論
が
あ
る
。

従
来
の
文
献
史
料
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の

そ
の
ー
つ
は
、
『
漢
書
』
終
軍
伝
の
一
節
に
発
す
る
議
論

初
、
（
終
）
軍
従
済
南
当
詣
博
士
、
歩
入
関
、
関
吏
予
軍
縮
。
軍
問
、
「
以
此
何

為
。
」
吏
日
、
「
為
復
伝
、
還
当
以
合
符
。
」
軍
日
「
大
丈
夫
西
游
、
終
不
復
伝
還
。
」

棄
儒
而
去
。
軍
為
謁
者
、
使
行
郡
国
、
建
節
東
出
関
、
関
吏
識
之
、
日
「
此
使

者
乃
前
棄
縮
生
也
。
」
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こ
の
史
料
に
よ
っ
て
、
労
幹
氏
は
漢
代
に
お
け
る
「
符
」
と
「
伝
」
と
は
同
じ
も

の
で
あ
る
と
考
え
た
㊧
が
、
「
符
」
と
「
伝
」
と
は
別
物
だ
と
す
る
研
究
者
が
多
く
存

在
す
る
⑳
。

　
李
均
明
氏
は
、
張
曼
の
「
編
、
符
也
。
書
吊
裂
而
分
之
、
若
券
契
　
。
」
と
い
う

注

と
蘇
林
の
「
縮
、
吊
辺
也
。
旧
関
出
入
皆
以
伝
。
伝
煩
、
因
裂
縮
頭
、
合
以
為
符

信
也
。
」
と
い
う
注
に
よ
っ
て
、
史
料
に
現
れ
る
「
嬬
」
は
臨
時
の
「
符
」
を
も
っ

て

「伝
」
の
代
わ
り
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
符
」
と
「
伝
」
と
は
違
う
も
の
と
し
た
⑳
。

　
筆
者
は
龍
山
岡
秦
簡
の
簡
5
号
に
お
け
る
「
合
符
」
と
「
以
伝
書
閲
入
之
」
は
別
々

の

検
問
方
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、
「
符
」
と
「
伝
」
は
違
う
も
の
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
「
為
復
伝
、
還
当
以
合
符
。
」
（
帰
り

路
の

関
所
手
形
と
し
て
、
還
る
と
き
こ
れ
で
符
を
合
わ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
）
に

よ
っ
て
「
符
」
は
「
伝
」
の
替
り
に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
通
関
者
と

し
て
は
必
ず
し
も
「
符
」
と
「
伝
」
の
両
方
持
つ
必
要
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
伝
」

あ
る
い
は
「
符
」
の
一
方
を
所
持
す
れ
ば
通
関
で
き
る
こ
と
も
証
明
で
き
た
。

　
も
う
一
つ
の
議
論
は
、
『
周
礼
』
地
官
、
「
掌
節
」
の
一
説
と
鄭
玄
の
発
す
る
議
論

で
あ
る
。

　
　
凡
通
達
於
天
下
者
、
必
有
節
、
以
伝
輔
之
。

　
　
鄭
玄
の
注
H
必
有
節
、
言
遠
行
無
有
不
得
節
而
出
者
。
輔
之
以
伝
者
、
節
為
信

　
　
耳
、
伝
説
所
齋
操
及
所
適
。

　
『
周
礼
』
の
文
、
と
く
に
鄭
玄
の
注
は
、
「
遠
行
」
の
と
き
、
「
節
」
と
い
う
し
る

し
と
な
る
も
の
が
、
必
ず
旅
人
の
所
持
品
と
行
き
先
を
記
す
「
伝
」
と
と
も
に
使
わ

れ

る
と
い
う
制
度
を
表
す
。

　
「
節
」
は
「
符
」
と
も
い
え
る
の
で
、
そ
の
文
献
史
料
に
つ
い
て
、
関
所
で
必
ず
「
節

（符
）
」
と
「
伝
」
の
両
方
が
必
要
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
に
対

し
て
李
均
明
氏
は
、
居
延
漢
簡
な
ど
の
辺
境
木
簡
に
お
け
る
「
伝
」
と
「
符
」
を
研

究
し
た
う
え
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　
按

『周
礼
』
地
官
、
掌
節
鄭
玄
注
所
云
、
節
（
上
古
所
謂
節
、
当
即
漢
以
後
所

　
　
謂
符
。
『
夢
漢
筆
談
』
雑
志
二
”
『
古
之
節
如
今
之
虎
符
。
其
用
則
有
圭
璋
龍
虎

　
　
之
別
、
皆
檀
將
之
、
英
蕩
是
也
。
漢
人
所
持
節
、
乃
古
之
施
也
。
』
）
伝
是
相
輔

　
　
使
用
的
。
但
漢
簡
所
示
之
出
入
符
多
供
某
一
機
構
所
轄
範
園
的
内
部
人
員
及
其

　
　
在
外
之
家
属
使
用
。
而
伝
之
使
用
者
則
來
自
全
国
各
郡
県
、
範
園
極
広
。
従
這

　
　
些
現
象
看
、
当
時
的
出
入
符
与
伝
似
乎
是
分
別
使
用
的
。
壌

　
李
氏
は
辺
境
木
簡
に
現
さ
れ
る
、

違
い
に
よ
っ
て
、

通

関
す
る
と
き
「
符
」
と
「
伝
」
の
利
用
者
の

当
時
的
出
入
符
与
伝
似
乎
是
分
別
使
用
的
。

当
時
、
出
入
符
と
伝
は
お
そ
ら
く
別
々
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。

と
い
う
結
論
を
提
出
し
た
。
醇
英
群
氏
も
「
符
」
と
「
伝
」
の
相
違
点
に
つ
い
て
、

符
的
使
用
対
象
和
範
園
只
限
於
与
軍
事
有
関
的
人
和
事
、

的
吏
和
民
。

而
伝
則
用
於
無
軍
籍

と
い
う
結
論
を
出
し
た
。

　
筆
者
は
二
氏
に
よ
る
「
符
」
と
「
伝
」
は
別
々
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
判
断

に
賛
成
す
る
が
、
醇
英
群
氏
の
言
う
「
符
」
と
「
伝
」
の
相
違
点
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
判
断
で
き
る
か
は
、
ま
だ
不
明
だ
と
考
え
、
検
討
を
し
た
い
と
思
う
。
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ま
ず
、
二
〇
〇
九
年
に
初
公
表
さ
れ
た
岳
麓
書
院
蔵
秦
簡
の
簡
1
2
5
2
号
に
お

け
る
「
奔
敬
（
警
）
律
」
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

奔
敬

（警
）
律
日
H
先
郷
購
首
当
奔
敬
（
警
）
者
、
為
五
寸
符
、
人
一
、
右
在

［
口
］
、
左
在
欝
首
、
欝
首
侃
之
、
節
（
即
）
奔
敬
（
警
）
。
諸
挟
符
者
皆
奔
敬
（
警
）
、

故
…
…
。
⑳

　
律
文
の
意
は
、
「
奔
警
」
に
い
う
よ
う
に
、
ま
ず
、
黙
首
の
奔
警
（
警
報
に
よ
っ
て
〈
任

務
地
へ
〉
奔
走
す
る
意
だ
ろ
う
）
に
当
た
る
者
を
選
ん
で
、
「
五
寸
符
」
を
用
い
て
、

そ
の
黙
首
に
一
つ
の
（
符
を
わ
た
し
）
、
右
は
（
官
府
）
が
、
左
は
購
首
が
持
つ
よ

う
に
し
、
欝
首
に
そ
れ
を
身
に
付
け
さ
せ
、
た
だ
ち
に
奔
警
さ
せ
る
。
お
よ
そ
符
を

も
つ
者
は
皆
奔
警
し
…
…
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
律
文
に
よ
っ
て
わ
か
っ
た
の

は
、
秦
朝
の
購
首
と
い
う
身
分
で
も
、
官
府
の
警
報
の
た
め
に
「
符
」
を
身
に
付
け

て

任
務
地
へ
奔
走
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
張
家
山
漢
簡
の
「
津
関
令
」
に
、

智
（
知
）
其
請
（
情
）
而
出
入
之
、
及
仮
予
人
符
伝
、
令
以
閾
出
入
者
、
与
同

罪
。
非
其
所
口
為
口
而
檀
為
伝
出
入
津
関
⑳
、
以
伝
令
・
閾
令
論
、
及
所
為
伝
者
、

県
邑
伝
塞
、
及
備
塞
都
尉
・
関
吏
・
官
属
⑳
、
軍
吏
卒
乗
塞
者
、
禁
（
？
）
其
口
弩
・

馬
・
牛
出
、
田
・
波
（
肢
）
・
苑
・
牧
、
繕
治
。
塞
郵
・
門
亭
行
書
者
得
以
符

出
入
。
⑫

と
あ
る
。
こ
の
令
に
、
「
符
」
「
伝
」
に
つ
い
て
の
不
正
行
為
と
「
伝
」
の
使
用
、
「
符
」

の
使
用
な
ど
、
三
つ
の
内
容
の
令
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

A
「符
」
「
伝
」
に
つ
い
て
の
不
正
行
為

　
事
情
を
知
り
な
が
ら
出
入
さ
せ
た
り
、
他
人
の
「
符
」
・
「
伝
」
を
貸
し
与
え
、
そ

れ

に
よ
っ
て
み
だ
り
に
出
入
さ
せ
た
者
は
、
出
入
し
た
者
と
と
も
に
同
罪
に
な
る
。

B
「
伝
」
の
使
用
（
「
通
関
伝
」
の
不
正
行
為
や
発
行
、
通
関
者
、
検
問
者
な
ど
）

　
勝
手
に
「
伝
」
を
作
っ
て
津
・
関
を
出
入
し
た
ら
、
伝
令
・
閑
令
に
よ
っ
て
論
断
し
、

さ
ら
に
作
ら
れ
た
伝
は
、
県
・
邑
が
塞
に
伝
達
す
る
。
備
塞
の
都
尉
・
関
吏
・
官
属
・

塞
を
守
る
軍
の
吏
卒
は
、
其
の
弩
・
馬
・
牛
（
を
持
ち
）
出
る
の
を
禁
じ
、
田
・
波

（肢
）
・
苑
・
牧
（
を
す
る
者
）
を
よ
く
検
問
す
る
。

C
「
符
」
の
使
用
（
「
符
」
は
「
行
書
を
逓
送
す
る
者
」
だ
け
が
使
用
す
る
）

　
塞
の
郵
・
門
亭
で
行
書
を
逓
送
す
る
者
は
、
「
符
」
を
も
っ
て
（
津
関
に
）
出
入

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
令
文
の
一
部
に
お
い
て
欠
字
は
あ
る
が
、
大
体
の
内
容
が
わ
か
る
。

　
「
津
関
令
」
に
よ
っ
て
「
符
」
を
も
っ
て
（
津
関
に
）
出
入
す
る
こ
と
が
で
き
る

者
と
は
「
塞
の
郵
・
門
亭
で
行
書
を
逓
送
す
る
者
」
で
あ
る
と
限
定
さ
れ
て
、
業
務

上
頻
繁
に
関
所
を
出
入
り
す
る
必
要
が
な
い
ほ
か
の
人
た
ち
は
「
伝
」
を
用
い
て
通

関
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
以
上
の
例

に
よ
っ
て
「
符
」
の
利
用
者
は
「
伝
」
を
使
う
者
と
は
違
う
だ
け
で
な
く
、

「
符
」
を
用
い
る
者
は
、
お
お
よ
そ
急
用
の
た
め
に
急
い
で
徴
発
さ
れ
る
団
体
ま
た

は
業
務
上
頻
繁
に
関
所
を
出
入
り
す
る
必
要
が
あ
る
者
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
樒
役
に
服
す
る
欝
首
の
場
合
は
通
関
す
る
た
め
に
「
伝
」
だ
け
持
っ
て
い
れ
ば
十

分
で
あ
り
、
「
符
」
を
持
つ
必
要
は
な
い
と
い
え
る
（
む
し
ろ
、
下
文
に
述
べ
る
よ
う
に
、

関
吏
か
ら
目
的
地
の
「
司
馬
門
」
に
入
る
「
久
」
と
い
う
符
を
も
ら
う
）
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
龍
山
岡
秦
簡
に
「
伝
書
」
を
取
る
方
法
は
見
ら
れ
る
が
、
「
符
」
の
取
得
に
関

す
る
律
文
は
い
っ
さ
い
見
当
た
ら
な
い
。
張
家
山
漢
簡
5
1
8
号
簡
に
お
け
る
関
を
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通
過
す
る
た
め
の
「
伝
」
に
関
わ
る
令
文
に
も
、
「
打
関
」
を
通
る
「
治
園
者
」
は

「伝
」
が
必
要
で
あ
る
が
、
「
符
」
の
こ
と
は
全
く
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
時
は
通

関
す
る
た
め
に
、
「
伝
」
と
「
符
」
と
の
両
方
が
必
要
の
場
合
が
あ
る
が
、
必
ず
両

者
を
合
わ
せ
て
使
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

五
　
禁
苑
の

「入
司
馬
門
久
」
符
制
と
伝
制

（
1
）
入
門
衛
木
久

　
龍
山
岡
秦
簡
簡
5
号
に
「
及
言
楓
（
侃
）
入
司
馬
門
久
口
口
」
と
あ
る
文
は
、
「
禁
苑
」

の

「
司
馬
門
」
に
入
る
符
制
に
関
わ
る
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
そ
れ
に
考
証
を
加
え

た
い
。

　
簡
文
の
「
言
楓
入
司
馬
門
」
に
つ
い
て
、
科
学
出
版
社
『
雲
夢
龍
山
岡
秦
簡
』
の
注

釈
で

は
「
諸
颯
入
司
馬
門
」
と
し
て
、
「
有
可
能
指
試
学
童
之
事
」
と
解
釈
し
た
が
、

そ
れ
は
誤
釈
で
あ
る
。
「
楓
」
は
「
侃
」
の
異
体
字
で
あ
り
、
確
か
に
中
華
書
局
版
『
龍

山岡
秦
簡
』
の
「
校
証
」
に
あ
る
と
お
り
、
そ
の
異
体
字
の
用
例
は
阜
陽
漢
簡
『
詩
経
』

と
張
家
山
漢
簡
『
奏
識
書
』
に
も
確
認
で
き
、
楓
（
侃
）
と
は
、
「
つ
け
る
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。

　
「
楓
」
の
「
つ
け
る
」
と
い
う
意
味
は
、
上
述
し
た
岳
麓
簡
簡
1
2
5
2
号
の
「
為

五
寸
符
、
人
一
、
右
在
［
口
］
、
左
在
欝
首
、
欝
首
侃
之
、
節
（
即
）
奔
敬
（
警
）
」

と
い
う
新
史
料
に
よ
っ
て
改
め
て
確
認
で
き
た
。
「
司
馬
門
」
の
あ
と
の
一
字
は
、

科
学
出
版
社
『
雲
夢
龍
山
岡
秦
簡
』
で
は
釈
読
し
て
い
な
い
。
中
華
書
局
版
『
龍
山
岡
秦
簡
』

で

は
そ
の
字
を
「
久
」
と
釈
読
し
て
い
る
も
の
の
「
久
」
字
に
疑
問
符
付
き
で
あ
り
、

明
ら
か
で
は
な
い
読
み
方
と
な
っ
て
い
た
が
、
筆
者
の
写
真
版
確
認
で
は
、
そ
の
一

字
は
墨
跡
は
薄
い
が
、
た
し
か
に
「
久
」
と
い
う
字
画
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

と
思
・
つ
。

　
「
楓
（
侃
）
」
の
上
の
「
言
」
と
い
う
字
に
は
傷
が
あ
り
、
は
っ
き
り
と
は
読
め
な

い
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
「
記
す
」
と
読
め
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
「
及
言
楓
（
侃
）

入

司
馬
門
久
口
口
」
は
「
及
び
記
し
て
入
司
馬
門
久
を
つ
け
る
」
と
読
む
こ
と
が
で

き
る
。

　
「
久
」
に
つ
い
て
中
華
書
局
版
『
龍
山
岡
秦
簡
』
に
お
い
て
、
睡
虎
地
秦
簡
に
あ
る
「
久
」

と
「
久
刻
」
の
用
例
に
よ
っ
て
「
久
、
標
記
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
れ
は
「
入
関
門

後
発
給
的
一
種
侃
戴
的
標
識
物
、
如
後
世
入
宮
時
発
給
牙
牌
之
類
」
と
解
釈
し
た
。

し
か
し
、
久
と
は
「
標
識
物
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
や
は
り
曖
昧
な
理
解
で
あ
り
、

し
か
も
な
ぜ
「
久
」
が
関
所
で
配
ら
れ
て
、
ど
の
よ
う
に
「
司
馬
門
」
で
使
わ
れ
る

の
か

に
つ
い
て
注
釈
に
は
言
及
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
検
討
し
て
み
た
い
。

　
睡
虎
地
秦
簡
「
法
律
答
問
」
に
、

亡
久
書
・
符
券
・
公
璽
・
衡
巌

不
当
。

（累
）
、
已
坐
以
論
、
後
自
得
所
亡
、
論
当
除
不
当
。

と
あ
り
、
整
理
小
組
は
「
久
書
」
に
「
記
書
」
と
し
て
、
「
記
書
す
な
わ
ち
地
方
政

府
か

ら
部
下
に
下
す
文
書
で
あ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
⑬
。
し
か
し
、
張
家
山
漢
簡

二
年
律
令
「
賊
律
」
に
、

亡
書
・
待
（
符
）
券
・
入
門
衛
（
衛
）
木
久
・
奉
（
塞
）
門
・
城
門
之
蒲
（
鎗
）
、

罰
金
各
二
両
。
（
簡
5
2
）

書
・
符
券
・
入
門
衛
木
久
・
塞
門
と
城
門
の
鎗
を
な
く
す
れ
ば
、
罰
金
各
二
両

で
あ
る
。

と
あ
る
。
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「
木
久
」
に
つ
い
て
、
專
修
大
班
は
木
製
の
通
行
証
⑭
と
し
、
京
都
大
班
は
「
木
久
」

す
な
わ
ち
「
木
灸
」
で
あ
り
、
「
焼
き
印
を
押
し
た
木
製
の
符
」
と
す
る
⑮
。
筆
者
は
、

や

は
り
「
木
灸
」
と
は
「
久
書
」
や
「
記
書
」
な
ど
と
は
違
う
も
の
で
、
「
割
り
符
」

で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
が
基
本
的
に
は
正
し
い
と
思
う
が
、
「
割
り
符
」
だ
と
す
れ

ば

「久
」
と
「
符
券
」
と
も
に
「
割
り
符
」
と
い
え
る
た
め
、
二
者
の
区
別
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
上
述

し
た
「
法
律
答
問
」
簡
1
4
6
号
と
「
賊
律
」
簡
5
2
号
の
律
文
に
は
似
た

よ
う
な
表
現
が
見
え
、
二
つ
の
史
料
と
も
「
久
」
は
「
符
券
」
と
並
べ
て
い
た
別
も

の

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
の
二
史
料
を
比
べ
て
、
王
三
峡
氏
は
「
久
」
「
書
」
「
符
券
」
三
つ
と
も
、
並
べ

て

動
詞
「
亡
」
の
目
的
語
と
な
る
た
め
、
睡
虎
地
秦
簡
整
理
小
組
の
言
う
「
亡
久
書
」

の
解
釈
を
「
亡
久
・
書
」
す
な
わ
ち
「
久
と
書
を
亡
う
」
に
訂
正
し
た
。
さ
ら
に
「
久
」

と
は
「
入
門
衛
木
久
」
の
略
語
と
考
え
た
。
王
氏
は
楊
樹
達
氏
の
「
久
、
即
ち
灸
の

初
字
な
り
」
⑯
と
い
う
説
と
、
秦
漢
医
学
簡
に
見
る
「
久
」
は
「
灸
」
の
仮
字
で
あ
る

と
い
う
用
例
⑰
に
よ
っ
て
、
「
入
門
衛
木
久
」
を
、

出
入
宮
禁
門
衛
、
標
志
身
分
的
葱
証
。
応
当
是
木
製
、
用
烙
鉄
烙
過
火
印
的
。
⑱

と
解
釈
し
た
。
王
氏
は
文
法
に
よ
っ
て
簡
文
の
「
久
」
「
書
」
「
符
券
」
は
ま
ち
が
い

な
く
別
々
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
「
焼
き
印
を
押
し
た
木
製
の
符
」
と
い
う
京
都
大

班
説
と
ほ
ぼ
同
じ
結
論
に
至
っ
た
が
、
「
久
」
と
「
符
券
」
の
役
割
分
担
は
ま
だ
不

明
で
あ
る
た
め
、
以
下
に
考
証
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
2
）
司
馬
門
の
「
門
籍
」

「
入
司
馬
門
久
」
「
入
門
衛
木
久
」

と
も
に
、
「
司
馬
門
」
の
禁
衛
に
関
わ
る
符
制

と
い
え
る
た
め
、
そ
の
制
度
に
お
け
る
最
も
肝
要
な
門
籍
制
か
ら
考
察
し
よ
う
。

　
「
司
馬
門
」
の
禁
衛
に
つ
い
て
、
鄭
玄
は
「
無
引
籍
不
得
入
宮
司
馬
殿
門
也
」
（
『
周
礼
』

天
官
、
宮
正
の
鄭
玄
の
注
）
と
し
、
買
公
彦
の
疏
に
は
「
言
引
籍
者
、
有
門
籍
及
引

人
皆
得
出
入
也
」
と
あ
る
。
そ
の
「
門
籍
」
は
「
籍
」
と
も
い
い
、
『
漢
書
』
元
帝

紀

に
「
令
従
官
給
事
宮
司
馬
門
中
者
、
得
為
大
父
母
父
母
兄
弟
通
籍
」
と
あ
り
、
応

勧
は

「籍
者
、
為
二
尺
竹
牒
、
記
其
年
紀
・
名
字
・
物
色
、
県
（
懸
）
之
宮
門
、
案

省
相
応
、
乃
得
入
也
」
（
顔
師
古
の
注
）
と
言
う
。

　
す
な
わ
ち
、
「
司
馬
門
」
の
門
衛
の
と
こ
ろ
で
は
、
来
客
が
来
る
前
に
、
客
の
年
紀
・

名
字
・
物
色
な
ど
を
記
し
た
門
籍
が
宮
門
に
懸
け
ら
れ
て
い
て
、
来
客
を
そ
の
「
籍
」

に
よ
っ
て
審
査
し
て
か
ら
「
司
馬
門
」
に
入
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
「
司
馬
門
」
の
「
門
籍
」
と
照
合
し
て
来
客
の
身
分
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き

る
身
分
証
明
書
と
は
何
も
の
で
あ
る
か
と
の
問
題
が
生
ず
る
。
『
続
漢
書
』
百
官
志

に
は
、

宮
抜
門
、
毎
門
司
馬
一
人
、
比
千
石
。
本
注
日
、
南
宮
南
屯
司
馬
、
主
平
城
門
。

北
宮
門
蒼
龍
司
馬
、
主
東
門
。
玄
武
司
馬
、
主
玄
武
門
。
北
屯
司
馬
、
主
北
門
。

北
宮
朱
爵
司
馬
、
主
南
摘
門
。
東
明
司
馬
、
主
東
門
。
朔
平
司
馬
、
主
北
門
、

凡
七
門
。
凡
居
宮
中
者
、
皆
有
口
籍
於
門
之
所
属
。
宮
名
両
字
、
為
鉄
印
文
符
、

案
省
符
乃
内
之
。
若
外
人
以
事
当
入
、
本
（
宮
）
〔
官
〕
長
史
為
封
繁
伝
。
其

有
官
位
、
出
入
令
御
者
言
其
官
。

と
あ
り
、
「
凡
居
宮
中
者
」
か
ら
文
末
ま
で
の
文
字
は
、
後
漢
代
の
『
漢
官
解
詰
』
⑳

に
似
た
よ
う
な
内
容
の
文
が
あ
る
。

　
　
衛
尉
主
宮
閥
之
内
、
衛
士
干
垣
下
為
底
（
案
『
北
堂
書
紗
』
「
設
官
部
」
引
作

　
　
「
為
区
盧
干
垣
下
」
）
各
有
員
部
。
〔
凡
〕
居
宮
中
者
、
皆
施
籍
子
門
、
案
其
姓
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名
。
若
有
馨
巫
俄
人
当
入
者
、
本
官
長
吏
為
封
啓
伝
、
（
案
当
作
「
本
宮
長
史

為
封
桑
伝
」
、
見
『
続
漢
志
』
。
）
審
其
印
信
、
然
後
内
之
。
人
未
定
、
又
有
籍
、

皆
復
有
符
。
符
用
木
、
長
二
寸
、
以
当
所
属
両
字
為
鉄
印
、
亦
太
卿
表
符
、
（
案

『続
漢
志
』
補
注
引
作
「
長
可
二
寸
、
鉄
印
以
符
之
。
」
）
当
出
入
者
、
案
籍
畢
、

復
歯
符
、
乃
引
内
之
也
。
其
有
官
位
得
出
入
者
、
令
執
御
者
官
、
伝
呼
前
後
以

相
通
。
（
『
芸
文
類
聚
』
「
職
官
部
」
）

　
司
馬
彪
の
『
百
官
志
』
は
『
漢
官
解
詰
』
な
ど
の
後
漢
代
の
史
料
を
十
分
に
考
証

し
た
う
え
に
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
二
つ
の
史
料
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
二

史
料
と
も
「
司
馬
門
」
に
出
入
り
す
る
人
間
は
、
そ
の
身
分
と
居
場
所
に
よ
っ
て
「
居

宮
中
者
」
と
「
外
人
以
事
当
入
」
の
二
分
類
と
な
っ
た
。
「
外
人
」
の
な
か
で
「
有

官
位
得
出
入
者
」
の
場
合
は
、
そ
の
御
者
に
出
入
り
す
る
者
の
官
位
を
呼
ば
せ
る
だ

け
で
通
過
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
門
籍
・
符
伝
制
に
は
関
わ
ら
な
い
た
め
論
外
と
す
る
。

　
以

下
、
「
司
馬
門
」
を
出
入
り
す
る
「
門
籍
」
・
符
伝
制
に
は
関
す
る
史
料
を
表
に

ま
と
め
て
、
検
討
し
よ
う
。

『百
官
志
』
『
漢
官
解
詰
』
に
見
る
漢
代
司
馬
門
符
伝
制
史
料
表
…

籍
門

符

伝

査
審

鋤
徒

の
撫

の
撫

名
姓
其
案

者
中
宮
居

定
未
人

の
撫

入
当
事
以
人
外

の
撫

の
撫

之
働
就
礪
H
鶴

足補の者筆は字文掲引を）（注

　
表
に
ま
と
め
た
史
料
に
よ
っ
て
わ
か
る
の
は
、
津
関
の
符
伝
制
と
同
様
に
「
司
馬

門
」
の
符
伝
制
も
出
入
す
る
者
の
身
分
に
よ
っ
て
、
「
符
」
の
系
統
と
「
伝
」
の
系

統
に

分
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
居
宮
中
者
」
と
な
ら
ば
、
門
籍
に
応
じ
る
「
奥

符
」
制
に
当
た
り
、
「
外
人
以
事
当
入
」
の
場
合
で
あ
れ
ば
門
籍
に
関
係
な
い
「
繁
伝
」
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制
に
属
す
る
。
「
桑
」
と
は
『
説
文
』
に
「
伝
信
な
り
」
と
あ
り
、
李
奇
が
言
う
に
「
伝
、

桑
な
り
」
（
『
漢
書
』
文
帝
紀
）
で
あ
り
、
張
嬰
の
言
う
「
伝
、
信
な
り
、
今
の
過
所

を
若
く
な
り
」
（
同
上
）
で
あ
る
。
大
庭
脩
氏
は
「
後
の
過
所
に
あ
た
る
も
の
は
桑

で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
」
⑳
と
言
う
。

　
つ
ま
り
、
「
繁
」
「
伝
」
と
も
に
今
日
の
旅
券
の
よ
う
な
通
行
証
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
い
う
入
宮
門
の
「
伝
」
は
、
上
述
の
通
関
伝
書
と
は
違
う
。
ゆ
え
に
、
上
述

し
た
張
家
山
漢
簡
簡
5
1
7
号
に
は
、
相
国
か
ら
「
園
」
の
伝
で
も
通
関
伝
と
同
じ

よ
う
に
使
っ
て
も
よ
い
か
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
「
園
」
伝
は
や
は

り
宮
殿
や
禁
苑
の
長
官
に
よ
っ
て
封
じ
ら
れ
、
宮
門
の
衛
の
と
こ
ろ
で
そ
の
封
じ
印

の

し
る
し
を
チ
ェ
ッ
ク
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
唐
時
代
に
は
、
こ
の
「
繁
」
は
「
牒
」
と
名
を
変
え
た
。
『
唐
律
疏
義
』
に
、

「
造
作
」
、
謂
宮
内
営
造
。
門
司
皆
須
得
牒
、
然
後
聴
入
。

入
、
及
所
入
人
数
有
剰
者
、
門
司
各
以
閑
入
論
。

若
未
受
文
牒
而
軌
聴

と
あ
り
、
そ
の
門
司
は
「
牒
」
に
よ
っ
て
「
営
造
」
者
を
検
問
す
る
こ
と
は
、
秦
・

漢
時
代
の
門
衛
が
「
伝
」
や
「
繁
」
に
従
っ
て
「
治
園
者
」
の
身
分
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
こ
と
と
似
て
い
る
と
思
う
。

　
「
我
符
」
制
の
濫
膓
は
龍
山
岡
秦
簡
に
見
る
「
入
司
馬
門
久
」
に
当
た
る
と
筆
者
は

考
え
る
の
で
、
そ
れ
を
証
明
し
よ
う
。

　
「
居
宮
中
者
」
と
は
文
字
通
り
、
宮
中
に
滞
在
す
る
者
で
あ
る
。
例
え
ば
『
漢
書
』

元
帝
紀
に
言
う
皇
帝
の
身
の
回
り
の
「
従
官
」
や
『
後
漢
書
』
實
武
伝
に
登
場
し
た
「
黄

門
令
」
「
乳
母
」
の
よ
う
な
宙
官
・
女
官
な
ど
⑪
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
常
に
宮
中
に
勤

務

し
、
定
員
数
が
あ
り
、
姓
名
も
人
数
も
は
っ
き
り
確
定
で
き
る
者
で
あ
る
の
で
、

「年
紀
」
「
名
字
」
「
物
色
」
（
上
述
し
た
応
勘
の
語
）
な
ど
を
書
い
た
門
籍
が
司
馬
門

に
懸
け
ら
れ
る
。
彼
ら
は
頻
繁
に
「
司
馬
門
」
に
出
入
り
す
る
者
で
あ
り
、
名
前
が

あ
る
門
籍
（
『
唐
律
』
衛
禁
律
に
こ
の
よ
う
な
門
籍
は
短
期
滞
在
す
る
籍
に
対
し
て
「
長

籍
」
と
呼
ば
れ
る
）
に
よ
っ
て
「
案
其
姓
名
」
さ
れ
、
「
符
」
も
「
伝
」
も
い
ら
な
い
。

換
言
す
れ
ば
、
彼
ら
は
符
伝
制
に
は
関
係
が
な
い
。

　
し
か
し
、
「
人
未
定
、
又
有
籍
、
皆
復
有
符
」
（
人
は
未
定
で
あ
る
が
、
ま
た
門
籍

あ
れ
ば
、
み
な
ま
た
符
が
あ
る
）
と
い
う
の
は
、
確
定
で
き
る
常
勤
の
者
に
対
す
る

「未
定
」
の
非
常
勤
の
者
が
お
り
、
彼
ら
は
常
勤
の
者
で
も
偶
発
的
な
来
客
で
も
な
く
、

一
定
の
時
間
に
禁
中
で
勤
務
す
る
者
で
あ
る
た
め
、
門
衛
の
と
こ
ろ
で
彼
ら
の
門
籍

を
用
意
し
て
、
人
ご
と
に
「
符
」
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
た
。
彼
ら
は
門
籍

だ
け
で
「
司
馬
門
」
に
出
入
り
で
き
る
常
勤
者
と
違
い
、
「
門
籍
」
と
「
符
」
で
二

重
措
置
さ
れ
た
者
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
禁
苑
の
「
治
園
者
」
は
こ
の
よ
う

な
「
人
未
定
」
と
い
う
立
場
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
「
符
」
と
い
う
の
は
木
製
で
、
長
さ
二
寸
の
木
の
蓋
に
宮
殿
名
の
鉄
焼
き
印

を
押
し
た
「
鉄
印
文
符
」
、
ま
た
は
「
太
卿
我
符
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
案

籍
畢
、
復
歯
符
、
乃
引
内
之
也
」
と
あ
り
、
司
馬
門
衛
が
、
そ
の
「
符
」
を
持
つ
者

を
、
籍
を
審
査
し
て
か
ら
ま
た
符
を
合
歯
す
る
手
続
き
が
済
ん
だ
あ
と
、
引
率
者
に

案
内
さ
せ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
秦
代
の
「
入
司
馬
門
久
」
と
漢
初
の
「
入
門
衛
木
久
」
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
使

用
場
所
の
面
で
あ
れ
、
材
質
と
形
の
面
で
あ
れ
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
面
で
、
漢
代
晩
期

の

司
馬
門
で
審
査
を
受
け
る
「
鉄
印
文
符
」
「
太
卿
我
符
」
の
前
身
と
い
え
る
。
二

者
の
相
違
点
と
は
「
久
」
と
「
符
」
と
い
う
名
称
だ
け
で
あ
る
。

　
秦
と
漢
初
期
に
お
け
る
「
久
」
は
、
「
符
」
と
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

後

に
「
符
」
に
含
ま
れ
て
「
久
」
の
名
称
も
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

秦
代
の
「
入
司
馬
門
久
」
は
後
漢
の
司
馬
門
符
の
よ
う
な
「
割
り
符
」
で
あ
る
の
は

間
違
い
な
く
、
そ
の
使
い
方
も
門
籍
と
併
用
し
て
合
符
す
る
よ
う
な
手
続
き
で
あ
っ
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臨㎞舳掘加
た
ろ
う
。

　
上
述

し
た
「
治
園
者
」
は
樒
役
の
た
め
に
、
禁
苑
へ
行
く
途
上
、
最
後
の
関
所
で

関
吏
に
県
か
ら
も
ら
っ
た
通
関
伝
を
渡
し
、
名
前
な
ど
を
記
し
て
か
ら
「
入
司
馬
門

久
」
を
つ
け
ら
れ
、
一
定
の
時
期
内
に
毎
日
、
司
馬
門
を
通
っ
て
禁
苑
中
に
勤
務
す

る
と
い
う
通
関
の
伝
制
と
「
禁
苑
」
に
入
る
符
制
は
、
以
上
の
よ
う
に
復
元
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（3
）
『
漢
書
』
終
軍
伝
の
「
編
」

　
し
か
し
、
も
う
一
つ
の
避
け
ら
れ
な
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
治
園
」
す
る
倍

役
者
は

最
後
の
関
所
を
通
る
と
「
通
関
伝
」
の
役
割
が
終
わ
る
の
で
、
そ
れ
を
関
所

に
預
け
る
（
帰
郷
す
る
と
き
に
も
必
要
）
は
ず
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ゆ
え
に
、
治
園
者
は
「
禁
苑
」
へ
行
く
途
上
、
最
後
の
関
所
で
県
官
府
の
発
行
し

た
通
関
伝
を
預
け
て
も
、
そ
こ
で
別
の
入
園
伝
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

ろ
う
。

　
「
通
関
伝
」
は
最
後
に
関
所
で
預
け
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
『
漢
書
』
終
軍

伝
に
見
る
「
縮
」
を
検
討
し
よ
う
。

　
従
来
の
研
究
に
は
「
編
」
は
「
伝
」
で
は
な
く
「
符
」
で
あ
る
こ
と
や
、
ま
た
李

均
明
氏
が
言
っ
た
よ
う
に
「
縮
」
は
臨
時
の
「
符
」
を
も
っ
て
「
伝
」
の
代
わ
り
と

な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
な
ぜ
「
編
」
を
も
っ
て
「
伝
」
の

代

わ
り
と
な
る
必
要
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
残
っ
て
い
る
。

　
筆
者
は
、
宮
殿
（
離
宮
も
含
む
）
の
「
入
禁
伝
」
と
「
通
関
伝
」
は
違
と
す
る
立

場
か

ら
、
『
漢
書
』
終
軍
伝
に
表
す
「
編
」
と
「
伝
」
と
の
関
係
を
改
め
て
考
え
た

い
と
思
う
。
つ
ま
り
、

関
吏
予
軍
編
。
軍
問
、
「
以
此
何
為
。
」
吏
日
、
「
為
復
伝
、
還
当
以
合
符
。
」
軍

日
「
大
丈
夫
西
游
、
終
不
復
伝
還
。
」
棄
儒
而
去
。

と
い
う
記
述
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
た
い
。

　
　
通
常

な
ら
、
「
通
関
伝
」
は
京
都
へ
行
く
終
軍
と
し
て
最
後
の
関
所
の
函
谷
関

　
　
で

そ
の
役
割
が
終
わ
る
の
で
、
一
時
的
に
関
所
に
預
け
、
京
都
で
の
用
が
終
わ
っ

　
　
て

か

ら
帰
郷
す
る
と
き
、
再
び
関
所
で
そ
の
「
伝
」
を
受
け
取
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
ゆ
え
に
、
関
吏
は
「
縮
」
の
割
っ
た
半
分
を
終
軍
に
渡
し
、
彼
が
京
都
か
ら
済

南
へ
帰
郷
す
る
と
き
、
関
吏
の
保
管
す
る
「
縮
」
の
も
う
半
分
と
「
合
符
」
し

て

「
通
関
伝
」
を
返
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
終
軍
は
今
度
京
都
へ
行
っ

て

必
ず
官
職
を
も
ら
う
と
お
い
う
自
信
が
あ
り
、
将
来
、
官
の
身
分
で
出
関
す

る
と
き
に
は
庶
民
が
用
い
る
「
通
関
伝
」
を
用
い
る
は
不
要
で
あ
り
、
当
然
「
縮
」

も
ま
た
要
ら
な
い
と
思
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
捨
て
た
。

　
よ
っ
て
、
「
終
軍
伝
」
に
お
け
る
「
編
」
は
、
た
だ
預
け
た
「
通
関
伝
」
を
返
し

て

も
ら
う
た
め
の
証
拠
（
仮
符
）
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　
「
符
伝
制
」
は
通
関
や
入
禁
す
る
証
拠
に
関
わ
る
秦
漢
帝
国
体
制
の
重
要
な
一
環

で
あ
る
が
、
典
籍
の
記
載
が
乏
し
い
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
典
籍
史
料
的
な
研
究
は

な
か
な
か
進
ま
な
い
一
方
で
、
こ
の
半
世
紀
以
来
、
研
究
者
た
ち
が
出
土
資
料
に
よ
っ

て

い

く
つ
か
の
有
益
な
観
点
を
提
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
符
伝

制
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
考
え
は
出
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
龍
山
岡
秦
簡
や
岳
麓
書
院
蔵
秦
簡
に
お
け
る
「
符
」
「
伝
」
に
つ
い
て
の
新

史
料
が
発
見
さ
れ
て
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
定
論
に
は
、
改
め
て
検
討
す
る
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べ
き
と
こ
ろ
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
例
え
ば
近
年
の
出
土
文
字
研
究
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
典
籍
に
は
「
六
寸
符
」
と
「
五

寸
符
」
と
も
記
さ
て
い
て
も
、
「
六
寸
符
」
だ
け
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
新
史
料
に
は
、

そ
の
説
に
反
す
る
史
料
が
見
つ
か
っ
た
。

　
本
文
は
、
龍
山
岡
秦
簡
に
見
え
る
、
「
禁
苑
」
の
出
入
り
に
関
わ
る
符
伝
制
に
関
す

る
出
土
文
字
を
め
ぐ
っ
て
、
他
の
秦
簡
・
漢
簡
と
秦
漢
時
代
の
典
籍
史
料
、
ま
た
先

行
研
究
の
成
果
を
利
用
し
て
、
禁
苑
倍
役
者
の
通
関
伝
書
と
「
入
司
馬
門
久
符
」
制

を
考
証
し
、
そ
の
制
度
に
つ
い
て
、
「
秦
時
代
徳
役
贈
首
禁
苑
符
伝
制
の
運
行
図
」

に
示
す
ー
～
4
の
四
段
階
に
分
け
て
、
以
下
の
運
行
の
流
れ
が
復
元
で
き
た
と
思
う
。

　

1
　
禁
苑
の
官
吏
は
「
治
園
」
の
必
要
か
ら
禁
苑
官
署
へ
要
求
を
提
出
し
、
禁
苑

官
署
か
ら
所
在
地
の
県
（
道
）
官
府
と
禁
苑
司
馬
門
へ
必
要
事
項
に
つ
い
て
の
知
ら

せ
を
出
す
。

　

2
　
県
（
道
）
官
府
は
禁
苑
徳
役
の
た
め
に
欝
首
を
徴
発
、
同
時
に
通
関
伝
・
書

を
発
行
し
、
郷
吏
に
命
令
を
下
す
。
徴
発
さ
れ
た
購
首
本
人
は
、
郷
官
府
で
氏
名
・

行
き
先
・
倍
役
項
目
を
書
い
た
通
関
伝
書
を
取
り
、
出
発
す
る
。

　

3
　
関
所
で
は
、
関
吏
は
購
首
の
通
関
伝
・
書
を
も
と
に
検
問
し
、
最
後
の
関
所

に
お
い
て
、
購
首
は
派
遣
伝
書
に
よ
っ
て
「
入
司
馬
門
久
」
を
も
ら
っ
て
禁
苑
へ
行
く
。

　

4
　
司
馬
門
衛
は
欝
首
の
所
持
す
る
派
遣
文
書
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
う
え
、
「
木
久

符
」
を
、
用
意
し
た
門
籍
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
入
苑
さ
せ
る
。

は
徳
役
に
服
す
る
た
め
に
、
地
元
の
県
・
郷
官
署
か
ら
「
伝
」
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
、

樒
役
先
ま
で
の
途
中
に
あ
る
す
べ
て
の
関
所
の
役
人
に
「
伝
」
を
検
査
さ
せ
る
。
た

だ
し
、
目
的
地
ま
で
最
後
と
な
る
関
所
に
は
、
「
伝
」
を
預
け
て
お
く
可
能
性
が
あ
る
。

　
「
書
」
は
、
そ
れ
を
所
持
す
る
人
間
の
旅
行
目
的
や
携
帯
品
な
ど
を
書
い
た
派
遣

文
書
で
あ
り
、
「
伝
」
と
同
じ
く
地
元
の
県
・
郷
官
署
か
ら
も
ら
え
る
。
た
だ
し
、
「
伝
」

が
封

じ
ら
れ
、
経
由
す
る
各
々
の
県
ご
と
県
官
府
で
開
封
さ
れ
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
の

と
は
違
い
、
「
書
」
も
封
じ
ら
れ
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
「
符
」
は
通
過
書
で
あ
る
が
、
主
に
緊
急
の
徴
発
（
軍
事
異
動
・
緊
急
派
遣
）
、
あ

る
い
は
関
所
や
禁
苑
の
出
入
り
が
頻
繁
な
場
合
（
郵
便
配
達
・
守
備
巡
遷
）
に
用
い

る
も
の
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
論
じ
た
秦
代
に
お
け
る
倍
役
徒
と
な
る
「
購
首
」
が

倍
役
の
た
め
に
「
符
」
を
必
要
と
し
た
と
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
樒
役
徒
を

送

る
役
人
は
「
符
」
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
）
。

　
「
久
」
は
、
実
際
に
も
「
符
」
の
一
種
で
あ
り
、
一
般
的
に
通
行
書
で
あ
る
も
の

と
解
釈
す
る
が
、
む
し
ろ
龍
山
岡
秦
簡
に
見
る
「
入
司
馬
門
久
」
と
い
う
よ
う
な
「
某
門
」

「某
宮
」
な
ど
、
限
定
さ
れ
る
「
禁
中
」
と
い
う
、
い
わ
ば
特
別
エ
リ
ァ
入
禁
用
の
バ
ッ

ジ

と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
如
く
、
本
稿
で
は
新
し
い
出
土
文
字
史
料
に
基
づ
き
、
秦
の
時
代
に
お
い

て

「購
首
」
と
い
う
庶
民
で
も
、
皇
帝
の
「
御
在
所
」
で
あ
る
「
禁
苑
」
に
も
倍
役

の

た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
厳
し
く
身
分
や
携
帯
品
を
検
査
す
る
「
符

伝
制
」
が
存
在
し
た
こ
と
、
な
ら
び
に
そ
の
機
能
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
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ま
た
、
本
文
で
の
考
証
に
よ
っ
て
「
伝
」
「
書
」
「
符
」
「
久
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別

の

も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
機
能
も
異
な
る
通
行
許
可
書
、
す
な
わ
ち
関
所
・
禁

苑
・
駅
・
亭
で
身
分
を
証
明
す
る
証
拠
で
あ
る
。

　
「
伝
」
は
通
関
す
る
身
分
証
明
書
と
い
え
る
通
関
用
伝
で
あ
り
、
秦
代
の
「
欝
首
」
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秦
時
代
福
役
欝
首
禁
苑
符
伝
制
の
運
行
図

国
謙欝

陣覗鮪4

　
行
　
行
　
行

　
運
　
運
　
運

　
の
　
の
　
の

醐
姑
鵬

触

　
⇒
⇒
嚇

国
継館躁

〈
u
　
一
一

通

関
用
傳

〉
　
　
　
ノ
　
　
人
轟
　
　
　
＼

一

　　　　

■

＾

、
本
稿
に
使
っ
て
い
る
簡
番
号
は
中
国
文
物
研
究
所
・
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
『
龍
山
岡
秦
簡
』

（
中
華
書
局
2
0
0
1
年
8
月
版
）
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
簡
番
号
だ
け
記
し
た

も
の
は
す
べ
て
龍
凶
岡
秦
簡
の
簡
文
で
あ
る
。

、
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
に
み
る
律
令
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
、
高
祖
二
年
説
、
恵
帝
元

年
以
前
説
、
呂
后
二
年
説
な
ど
あ
る
が
、
律
令
内
容
の
下
限
は
呂
后
二
年
（
紀
元
前
一
八
六
）

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

、
こ
の
和
訳
文
は
冨
谷
至
編
『
江
陵
張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
漢
律
令
の
研
究
（
訳
注
篇
）
』
（
朋

友
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
三
二
七
頁
の
【
訳
】
を
参
照
し
て
作
っ
た
も
の
。

‘
『
漢
書
』
地
理
志
に
は
「
南
郡
、
編
（
県
）
」
の
下
に
「
雲
夢
官
有
り
」
と
記
し
た
。
雲
夢
官

署
の

別
置
官
で
あ
る
性
格
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
城
趾
と
墓
葬
に
見
る
楚
王
城
の
禁
苑
及
び
雲

夢
官
の
性
格
」
（
『
都
市
と
環
境
の
歴
史
学
』
第
三
輯
）
を
参
照
。

一

，
龍
山
岡
秦
簡
簡
1
号
の
「
雲
夢
禁
中
」
に
関
し
て
は
、
拙
著
「
龍
山
岡
秦
簡
簡
一
の
解
釈
及
び
そ

の
性
格

に
つ
い
て
」
（
『
早
稲
田
大
学
長
江
流
域
文
化
研
究
所
年
報
』
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
十

一
月
）
を
参
照
。

，
冨
谷
至
編
『
江
陵
張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
漢
律
令
の
研
究
（
訳
注
篇
）
』
、
朋
友
書
店
、
二

〇

〇

六

年
、
三
二
七
頁
。
「
刑
徒
」
に
つ
い
て
の
詳
し
考
証
は
、
宮
宅
潔
氏
『
中
国
古
代
刑
制

史
の
研
究
』
「
労
役
刑
体
系
の
構
造
と
変
遷
」
（
東
洋
史
研
究
叢
刊
之
七
十
五
、
京
都
大
学
学
術

出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

，
打
関
の
位
置
は
張
家
山
漢
墓
竹
簡
（
二
四
七
号
墓
）
整
理
小
組
の
注
釈
に
、

　
　
打
関
、
即
江
関
、
『
漢
書
』
地
理
志
巴
郡
魚
復
県
有
江
関
都
尉
、
在
今
四
川
奉
節
東
。

と
し
た
が
、
王
子
今
・
劉
華
祝
は
『
史
記
』
の
「
楚
世
家
」
と
「
張
儀
列
伝
」
お
よ
び
『
後
漢
書
』
「
公

孫
述
伝
」
等
の
史
料
に
よ
っ
て
「
打
関
、
是
楚
地
的
西
界
、
也
是
巴
蜀
的
東
界
」
ま
た
「
拝
関

是
巴
蜀
的
東
部
関
防
」
と
結
論
を
下
し
た
（
「
説
張
家
山
漢
簡
《
二
年
律
令
・
津
関
令
》
所
見
五
関
」

『中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
三
年
一
期
）
。
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『史
記
』
楚
世
家
に
、

　
　
粛
王
四

年
、
蜀
伐
楚
、
取
菰
方
。
於
是
楚
為
拝
（
打
）
関
以
距
之
。

と
あ
り
、
「
張
儀
列
伝
」
に
、

　
　
秦
西
有
巴
蜀
、
大
船
積
粟
、
起
於
波
山
、
浮
江
已
下
、
至
楚
参
千
余
里
。
肪
船
載
卒
、
一

　
　
肪
載
五
十
人
与
参
月
之
食
、
下
水
而
浮
、
一
日
行
参
百
余
里
、
里
数
錐
多
、
然
而
不
費
牛

　
　
馬
之
力
、
不
至
十
日
而
距
拝
（
打
）
関
。
拝
関
驚
、
則
従
境
以
東
尽
城
守
　
、
騎
中
・
巫

　
　
郡

非
王
之
有
。
秦
挙
甲
出
武
関
、
南
面
而
伐
、
則
北
地
絶
。
秦
兵
之
攻
楚
也
、
危
難
在
参

　
　
月
之
内
、
而
楚
待
諸
侯
之
救
、
在
半
歳
之
外
、
此
其
勢
不
相
及
也
。

と
あ
る
。
考
証
の
方
法
は
違
う
が
筆
者
の
結
論
と
食
い
合
う
。
『
後
漢
書
』
公
孫
述
伝
に
、

　
　
・
東
守
巴
郡
、
距
拝
（
拝
）
関
之
口
。

　
　
・
将
軍
任
満
従
閲
中
下
江
州
、
東
拠
拝
（
拝
）
関
。
於
是
尽
有
益
州
之
地
。

と
あ
る
。
『
続
漢
書
』
郡
国
志
に
は
「
（
巴
郡
）
魚
復
、
拝
（
拝
）
水
有
拝
（
拝
）
関
」
と
あ
る
。

β
私
人
通
関
伝
を
取
得
す
る
手
続
き
に
つ
い
て
は
大
庭
脩
氏
『
漢
代
の
関
所
と
パ
ス
ポ
ー
ト
』

（
『秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
社
一
九
八
二
年
）
や
李
均
明
「
漢
簡
所
見
出
入
符
・
伝
与
出
入

名
籍
」
（
『
文
史
』
第
一
九
輯
）
、
ま
た
李
均
明
と
劉
軍
『
簡
順
文
書
学
』
（
広
西
教
育
出
版
社
、

一
九
九
九
年
）
、
李
均
明
氏
『
秦
漢
簡
憤
文
書
分
類
輯
解
』
（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
、

徐
楽
尭
「
漢
簡
所
見
信
符
辮
析
」
（
『
敦
煙
学
輯
刊
』
一
九
八
四
年
二
期
）
、
醇
英
群
『
居
延
漢

簡
通
論
』
（
甘
粛
教
育
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
の
研
究
に
従
っ
て
、
漢
代
初
期
以
降
に

民
が
私
事
に
よ
り
関
に
出
入
り
す
る
伝
書
の
取
得
は
だ
い
た
い
、

　
　
本
人

の

「
取
伝
」
申
し
出
　
↓
　
郷
薔
夫
の
身
分
審
査
　
↓
　
県
官
署
の
伝
書
発
行

と
い
う
手
順
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

⑨

徐
楽
尭
「
漢
簡
所
見
信
符
辮
析
」
『
敦
煙
学
輯
刊
』
一
九
八
四
年
二
期
、
一
五
二
頁
。

四

「
伝
」
と
は
通
関
す
る
パ
ス
ポ
ー
ト
だ
と
い
う
性
格
に
つ
い
て
は
、
大
庭
脩
「
漢
代
の
関
所

と
パ
ス
ポ
ー
ト
」
（
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
）
を
参
照
。

⑭
「
審
有
引
書
」
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
襲
留
柱
氏
に
「
審
、
確
実
。
『
引
書
』
非
張
家
山
漢
簡

中
的
引
書
、
而
応
是
『
史
記
・
外
戚
世
家
』
楮
少
孫
論
「
行
詔
門
著
引
籍
」
的
「
引
籍
」
、
即

通
名
状
於
門
使
的
牒
籍
」
と
い
っ
た
。
『
論
張
家
山
漢
簡
「
関
津
令
」
之
「
禁
馬
出
関
」
』
（
『
史

学

月
刊
』
2
0
0
4
年
第
1
1
期
）
を
参
照
。
ま
た
、
張
家
山
漢
簡
「
津
関
令
」
に
あ
る
通
関

す
る
「
書
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
陳
偉
「
張
家
山
漢
簡
「
津
関
令
」
渉
馬
諸
令
研
究
」
（
『
考

古
学
報
』
二
〇
〇
三
年
第
一
期
）
を
参
照
。
し
か
し
、
漢
簡
に
「
取
伝
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く

み

ら
れ
る
が
、
龍
山
岡
秦
簡
に
お
け
る
「
取
伝
書
」
の
よ
う
な
表
現
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
注
目

す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
漢
代
と
秦
代
の
通
関
符
伝
制
の
相
違
点
と
し
て
今
後
研
究
す

る
余
地
が
あ
る
と
思
う
。

⑫
「
致
」
に
つ
い
て
は
、
李
均
明
氏
は
、

　
　
為
出
入
関
通
知
書
、
可
称
之
「
出
入
関
致
」
、
其
格
式
及
用
途
与
「
伝
」
相
類
、
陳
請
手

　
　
続
亦
同
。

と
解
釈
し
た
（
李
均
明
・
劉
軍
『
簡
憤
文
書
学
』
広
西
教
育
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
二
七
六
頁
）
。

⑬
通
関
す
る
「
書
」
と
「
伝
」
と
の
区
別
に
つ
い
て
、
藤
田
勝
久
氏
は
張
家
山
漢
簡
「
津
関
令
」

や

敦
煙
懸
泉
漢
簡
の
史
料
に
よ
っ
て
、

　
　
す
な
わ
ち
関
所
を
人
が
通
行
す
る
に
は
、
公
的
で
あ
れ
私
的
で
あ
れ
、
官
府
（
公
的
な
機

　
　
関
）
が
発
行
し
た
伝
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
公
的
な
往
来
で
も
、
私
物
を
も
つ
場
合

　
　

や
、
私
的
な
往
来
で
携
行
品
を
も
つ
場
合
に
は
、
致
・
書
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
証
明
書
を

　
　
作
成
し
て
、
そ
れ
を
通
過
す
る
と
き
に
別
の
証
明
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た

　
　

が
っ
て
交
通
の
往
来
で
は
、
一
に
人
の
通
行
証
と
な
る
伝
と
、
二
に
随
行
の
証
明
が
あ
る

　
　

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
致
や
書
は
、
伝
に
規
定
さ
れ
て
い
る
従
者
、
車
馬
、
騎
馬
の

　
　
範
囲
を
こ
え
て
、
随
行
す
る
人
や
車
馬
、
物
品
な
ど
を
記
し
た
文
書
で
、
人
の
通
行
証
と

　
　

は
機
能
が
異
な
る
も
の
と
考
え
る
。

と
指
摘
し
た
（
『
中
国
古
代
国
家
と
社
会
シ
ス
テ
ム
i
長
江
流
域
出
土
資
料
の
研
究
』
第
十
章

「張
家
山
漢
簡
『
津
関
令
』
と
漢
墓
簡
腰
」
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
三
八
九
頁
）
。
史
料
の
限

り
で
は
秦
代
に
お
け
る
通
関
に
用
い
る
「
書
」
の
形
式
や
内
容
は
確
定
で
き
な
い
が
、
少
な
く
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と
も
「
伝
」
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

鍾

中
国
文
物
研
究
所
・
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
『
龍
山
岡
秦
簡
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
、

七
四
頁
。

均
拙
文
「
龍
山
岡
秦
代
簡
憤
に
お
け
る
古
文
字
の
特
徴
」
（
『
山
口
大
学
文
学
会
志
』
第
五
九
巻
、

二
〇
〇
九
年
三
月
）
を
参
照
。

珍
彰
年
「
漢
代
的
関
・
関
市
和
関
禁
制
度
」
、
『
四
川
師
範
大
学
学
報
』
一
九
八
七
年
第
四
期
を

参
照
。

ン

『続
漢
書
』
百
官
志
に
「
亭
有
亭
長
、
以
禁
盗
賊
。
」
と
あ
る
。

塊

胡
平
生
・
張
徳
芳
『
敦
煙
懸
泉
漢
簡
釈
粋
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
二
〇
二

頁
を
参
照
。

箪

『漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
、

　
　
衛
尉
、
秦
官
、
掌
宮
門
衛
屯
兵
、
有
丞
。
景
帝
初
、
更
名
中
大
夫
令
、
後
元
年
、
復
為
衛

　
　
尉
。
属
官
有
公
車
司
馬
・
衛
士
・
旅
責
参
令
丞
。
衛
士
三
丞
。
又
諸
屯
衛
候
・
司
馬
二
十

　
　
二
官
皆
属
焉
。
長
楽
・
建
章
・
甘
泉
衛
尉
皆
掌
其
宮
、
職
略
同
、
不
常
置
。

と
あ
る
。

⑳

陳
直
『
三
輔
黄
図
校
証
』
陳
西
人
民
出
版
社
、
1
9
8
1
年
。

．

愚

陳
松
長
「
岳
麓
書
院
藏
秦
簡
綜
述
」
『
文
物
』
二
〇
〇
九
年
第
三
期
、
八
六
頁
と
図
1
0
の

写
真
を
参
照
。

2
大
庭
脩
『
木
簡
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
八
年
、
四
五
頁
。

お
徐
楽
尭
氏
が
九
つ
の
金
関
出
入
り
符
を
検
討
し
た
結
論
と
は
、

　
　
如
前
引
九
件
金
関
出
入
符
、
其
中
完
整
的
、
符
文
均
言
「
左
居
官
右
移
金
関
符
合
以
従
事
」
、

　
　
可
見
此
種
符
分
左
右
両
半
、
用
時
相
合
以
取
信
。
又
、
符
文
云
u
「
歯
百
」
、
符
的
上
端
二

　
　
公
分
処
側

面
有
一
刻
歯
（
例
1
・
2
刻
歯
在
左
側
、
例
3
・
4
刻
歯
在
右
側
）
、
此
刻
歯

　
　
顕
然
是
用
於
合
符
的
。
（
中
略
）
凡
以
刻
歯
合
符
的
、
符
文
中
均
有
「
歯
百
」
二
字
。
（
中
略
）
「
歯

　
　

百
」
的
意
思
是
符
上
的
刻
歯
及
刻
歯
内
的
「
百
」
字
、
均
是
合
符
的
標
誌
。
合
符
時
既
要

　
　
合
刻
歯
、
又
需
合
「
百
」
字
。

と
あ
る
（
徐
楽
尭
「
漢
簡
所
見
信
符
辮
析
」
『
敦
煙
学
輯
刊
』
一
九
八
四
年
第
二
期
）
。

忽
籾
山
明
「
刻
歯
簡
順
初
探
－
漢
簡
形
態
論
の
た
め
に
」
『
木
簡
研
究
』
一
七
（
木
簡
学
会
、

一
九
九

五
年
）
を
参
照
。

お
労
棘
『
居
延
漢
簡
考
釈
』
（
考
証
巻
）
「
符
券
」
、
国
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
出
版
、

民
国
三
二
年
（
一
九
三
四
）
を
参
照
。

省
「
割
り
符
」
の
形
式
に
よ
っ
て
「
符
」
と
「
伝
」
は
別
物
だ
と
す
る
研
究
者
の
考
え
は
多
く

存
在
す
る
。
例
え
ば
、
陳
直
氏
は

　
　
符
与
伝
之
区
別
、
符
写
人
名
、
伝
或
写
或
不
写
人
名
、
符
写
到
達
地
点
、
或
有
不
写
到
達

　
　
地
趾
与
伝
相
同
。
符
有
歯
、
伝
無
歯
、
符
紀
数
、
伝
不
紀
数
。
其
形
式
符
与
普
通
木
簡
相

　
　
似
、
伝
則
長
方
形
、
寛
度
比
符
加
一
倍
。

と
す
る
（
『
漢
書
新
証
』
二
一
頁
）
。
ま
た
、
大
庭
脩
氏
は
、

　
　
後
の
過
所
に
あ
た
る
も
の
は
繁
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
（
中
略
）
符
に
あ
た
る
も
の
は
、

　
　
従
来
の
史
料
の
中
で
は
縮
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

と
す
る
（
「
漢
代
の
関
所
と
パ
ス
ポ
ー
ト
」
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
）
。

李
均
明
「
漢
簡
所
見
出
入
符
・
伝
与
出
入
名
籍
」
（
『
文
史
』
第
一
九
輯
（
一
九
八
三
年
）
や
醇

英
群

「
漢
代
符
信
考
述
」
上
・
下
（
『
西
北
史
地
』
第
三
期
・
第
四
期
、
一
九
八
三
年
）
も
、

い

ろ
い
ろ
な
考
証
を
行
っ
て
い
る
。

a
李
均
明
「
漢
簡
所
見
出
入
符
・
伝
与
出
入
名
籍
」
『
文
史
』
第
一
九
輯
、
一
九
八
三
年
、
三
一
頁
。

珍
同
前
。

珍

釈
読
文
は
陳
松
長
「
岳
麓
書
院
藏
秦
簡
綜
述
」
（
『
文
物
』
二
〇
〇
九
年
第
三
期
、
八
六
頁
と

陳
偉

「岳
麓
書
院
藏
秦
簡
考
校
」
、
（
『
文
物
』
二
〇
〇
九
年
第
一
〇
期
、
八
五
～
八
六
頁
を
参

照
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。

・，

彰
浩
・
陳
偉
・
工
藤
元
男
『
二
年
律
令
与
奏
識
書
－
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
出
土
法
律
文

獣
釈
讃
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
三
〇
七
頁
）
に
、
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伝るわに禁スとの削傍

　
　
今
按
一
「
非
其
所
□
為
□
而
檀
為
伝
出
入
津
関
」
句
中
原
未
釈
両
字
疑
為
「
当
」
」
伝
」
読

　
　
作

「非
其
所
当
為
伝
而
檀
為
伝
出
入
津
関
」
。
下
文
有
「
以
伝
令
閾
令
論
、
及
所
為
伝
者
」

　
　
（
簡
4
9
8
号
）
、
与
之
対
応
。
「
非
其
所
当
為
伝
而
檀
為
伝
出
入
津
関
」
属
「
不
当
得
為
」
。

　
　
可
参
考
《
賊
律
》
十
四
～
十
五
簡
。

と
あ
る
。

⑪

「官
属
」
の
「
属
」
は
整
理
小
組
が
「
人
」
と
釈
読
し
た
が
、
王
偉
氏
が
「
属
」
と
す
る
（
「
張

家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
編
聯
初
探
－
以
竹
簡
出
土
位
置
為
線
索
」
武
漢
大
学
簡
吊
網
、
二

〇

〇
三
年
十
二
月
二
十
一
日
）
。

諺

彰
浩
・
陳
偉
・
工
藤
元
男
『
二
年
律
令
与
奏
識
書
－
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
出
土
法
律
文

獣
釈
讃
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
三
〇
七
頁
）
に
、

　
　
今
按
”
整
理
本
釈
文
作
「
口
其
口
口
口
口
口
日
口
口
牧
口
口
塞
郵
・
門
亭
行
書
者
得
以
符

　
　
出
入
」
現
拠
紅
外
線
影
像
釈
読
為
「
禁
（
？
）
其
口
弩
・
馬
・
牛
出
、
田
、
波
（
破
Y
苑
（
？
）
・
牧
、

　
　
繕
治
塞
、
郵
・
門
亭
行
書
者
得
以
符
出
入
」
。
「
其
口
弩
」
中
未
釈
字
左
従
「
手
」
、
右
部
不
清
、

　
　
疑
為
「
挾
」
字
。
弩
属
兵
器
、
与
馬
匹
一
様
、
是
禁
止
輸
出
的
物
品
、
参
見
『
漢
書
・
昭

　
　
帝
紀
』
顔
師
古
注
引
孟
康
日
”
「
旧
馬
高
五
尺
六
寸
歯
未
平
、
弩
十
石
以
上
、
皆
不
得
出
関
、

　
　
今
不
禁
也
。
」
及
四
九
三
号
簡
今
按
。
「
田
・
破
・
苑
・
牧
」
、
指
従
事
労
作
的
人
。
「
繕
治
」
、

　
　
修
繕
。

と
あ
る
。

醤

『睡
虎
地
秦
墓
地
竹
簡
』
文
物
出
版
社
、
一
九
七
八
年
、
二
＝
二
頁
。

⑭

専
修
大
学
『
二
年
律
令
』
研
究
会
　
「
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
訳
注
（
一
）
1
賊
律
1
」
、

『専
修
史
学
』
第
三
五
号
、
二
〇
〇
三
年
十
一
月
。

⑮

冨
谷
至
編

『江
陵
張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
律
令
の
研
究
』
（
「
訳
注
篇
」
）
朋
友
書
店
、
二

〇

〇
六
年
、
三
七
頁
。

。、

楊
樹
達
『
積
微
居
小
学
述
林
』
に
、

　
　
古
人
治
病
、
燃
丈
灼
体
謂
之
灸
。
久
即
灸
之
初
字
也
。
字
形
従
跡
人
、
人
病
則
跡
床
也
。

　
　
末
画
象
以
物
灼
体
之
形
。

と
あ
る
。

⑰

甘
粛
省
博
物
館
・
武
威
県
文
化
館
編
『
武
威
漢
代
医
簡
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
七
五
年
）

を
参
照
。

鰺

王
三
峡

「秦
簡
『
久
刻
職
物
』
相
関
文
字
的
解
読
」
、
『
長
江
大
学
学
報
』
二
〇
〇
七
年
第
二

期
、
八
三
頁
。

⑳

清
代
の
孫
星
術
等
輯
、
周
天
游
点
校
『
漢
官
六
種
』
中
華
書
局
、
一
九
九
〇
年
。

⑲

大
庭
脩

「
漢
代
の
関
所
と
パ
ス
ポ
ー
ト
」
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
八
二
年
）

を
参
照
。

貼

『漢
書
』
元
帝
紀
に
「
令
従
官
給
事
宮
司
馬
中
者
、
得
為
大
父
母
父
母
兄
弟
通
籍
」
と
あ
り
、

顔
師
古
の
注
に
「
従
官
、
親
近
天
子
常
侍
従
者
皆
是
也
」
と
す
る
。
『
後
漢
書
』
實
武
伝
に

　
　
令
帝
抜
剣
踊
躍
、
使
乳
母
趙
嶢
等
擁
衛
左
右
、
取
桑
信
、
閉
諸
禁
門
。
召
尚
書
官
属
、
脅

　
　
以
白
刃
、
使
作
詔
板
。
拝
王
甫
為
黄
門
令
、
持
節
至
北
寺
獄
収
サ
勲
・
山
氷
。

と
あ
る
（
傍
点
ー
す
べ
て
引
用
者
）
。
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